
中小企業の会計
34問 34答平成22年

指針改正
対応版



中小企業の会計　34問34答

キャラクター
紹介

は　し　が　き

※ 本文で「本指針」とは、「中小企業の会計に関する指針」（平成22年度改正版）をいいます。

■「中小企業の会計」は、中小企業が拠ることが望ましい会計処理のあり方を示すものであり、義務付けられるものではありません。

会計の悩みを

私が解決

しちゃいます！

頼りにしているよ

カイちゃん

Dr.K カイちゃん カメショウくん 社　長

「経営力を強化するため、自社の経営の現状や課題を分析したい！」
「資金調達を容易にするため、金融機関からの信用を勝ちとりたい！」
「受注を拡大するため、取引先からの信用を勝ちとりたい！」

　決算書は、これらすべての思いを実現するためのみなさまの武器となります。
経営分析力、資金調達力、受注拡大力の３つの力を強化するためには、決算書を正しい会計ルールに
基づいて作成することが大前提なのです。

でも、「会計は難しいから……」と諦めていませんか？

　そこで中小企業庁では、平成14年に「中小企業の会計に関する研究会」を主催し、中小企業にふさ
わしく、また、過重な負担とならない「中小企業の会計に関する研究会報告書」を作成、公表しました。
　これを引き継ぐものとして、日本税理士会連合会、日本公認会計士協会、日本商工会議所、企業会
計基準委員会の民間４団体が、「中小企業の会計に関する指針　を作成して、平成17年８月に公表しま
した。同指針については、平成18年４月に会社法施行等に対応した改正を行い、以降も企業会計基準
の見直しを踏まえた改正を実施しています。
　この小冊子は、平成22年４月の指針の改正を受けて、従来の「中小企業の会計31問31答　平成21年
指針改正対応版」を改正・充実したものです。決算書の基本的な見方や経営への役立て方、さらには、
「中小企業の会計ツール集」も分かりやすく示しています。会計は難しいからと敬遠せず、会計をみな
さまの武器とするために、この小冊子を活用してください。

� 平成22年７月改正　中小企業庁

※  本文で右記に挙げた囲みは 
「中小企業の会計に関する指針」の 
要点を抜粋したものです。

※ 本文中の ダウン
 ロード
ダウン
 ロード

マークがついた様式例は、下記のアドレスからダウンロードをすることができます。

http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/kaikei/kaikei_tool.html
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のマークがついている様式例は、下記の中小企業庁のホームページから 
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「中小企業の会計ツール集」
はブランクフォームになって
いるから、数値を入力するだ
けで誰でも簡単に書類作成
ができます

シート
No. ダウンロードできるツール 本冊子の

対応ページ

① 貸借対照表の様式例 10ページ

② 損益計算書の様式例 12ページ

③ 株主資本等変動計算書の様式例 14ページ

④ 個別注記表の様式例 16ページ

⑤ 代表的な経営指標（出力用） 49-51ページ

⑥ 資金繰り表の様式例 56ページ

⑦ キャッシュ・フロー計算書の
簡易作成ツール（出力用） 58ページ

⑧ キャッシュ・フロー計算書の
簡易作成ツール（入力用） 58ページ

⑨ キャッシュ・フロー計算書の
簡易作成ツールの入力の仕方 58ページ

⑩ 事業計画書の様式例 60ページ
特に「キャッシュ・フ
ロー計算書」は、２期
分の決算書を入力す
れば自動的に作成が
できるのよ。便利な
ツールを活用して、経
営に役立ててみてね

●経営お役立ち情報———— p.61

●索　引———— p.62
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「会計」を知ろうⅠ

A. 会計は、会社の経営状況を、お金（金額）というものさしで表現することです。そして、経営者が自
社の経営成績や財政状態などを知るため、また、会社の経営状況を金融機関、取引先、税務署など
の会社の外部者に説明したり、報告する上で必要になります。

Q1. 会計とはどんなもので、なぜ必要なんですか？

＜会計とは＞

金額で表現

会計は、会社の現況を知るだけの資料ではなく、過去の資料と比較したり、将来の事業計画
を作成するための資料としても活用できます。

ワ
ン

ポ

イントアドバ
イ

ス
自社のため

経営状況の把握
将来の事業計画に活用　等

外部者のため

経営状況の報告・説明

会計（決算書）

◦現金、預金
◦土地、建物
◦商品
◦借入金

◦売上
◦仕入れコスト
◦人件費　等

会社の経営状況

会計（決算書）

会計と決算の２つ
で会社の経営状況
がわかるんだね

会計は、
会社の経営状況を決

まった計算方法で記録した
り、表したりすることよ。決算
は、毎日の会計処理をまとめて貸
借対照表や損益計算書を作成

して、会社の財政状態を確
認することなの

「会計」と「決算」
って似ているよう
な気がするけど、
どんな意味の違い
があるの？
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Ⅰ　
「
会
計
」を
知
ろ
う

A. 経営者は様々な場面で決算書の活用の機会があり、提出を求められたりすることが多くなり
ます。代表的なケースを紹介しましょう。

Q2. 会計はどんな場面で活用されるのですか？

❶ 会社の財政状態がわかります

	 	

貸借対照表（9ページ参照）を見ることにより、会社の財政状態がわかります。

❷ 会社の経営成績がわかります

	

損益計算書（11ページ参照）を見ることにより、会社の経営成績がわかります。

❸ 会社の純資産の詳細がわかります

	 	

株主資本等変動計算書（13ページ参照）を見ることにより、純資産（自己資本）の詳細がわかります。

❹ 会社の会計上の補足情報がわかります

	 	

個別注記表（15ページ参照）を見ることにより、会計方針等の会計の補足情報がわかります。

❺ 会社の経営分析ができます

	 	

いろいろな指標を使って会社の状況を多角的に把握できます（49ページ参照）。

❻ 会社のお金の流れがわかります

	 	

キャッシュ・フロー計算書（57ページ参照）を見ることにより、会社のお金の流れがわかります。

❼ 会社の目標を具体化できます

	 	

事業計画書（59ページ参照）を作成することにより、会社の目標や成長戦略を具体化できます。

会計を知るとこんなことができる!

❶ 自社の経営状態を把握する

◦自社の正確な経営状態や財政状態を把握したい
◦利益は出ていても、資金繰りがうまくいかずお金が足りない

❷ 取引先へ提出する

◦取引を新しく始める際、取引先から決算書の提出を求められた

❸ 借入等のため金融機関へ提出する

◦事業拡大に伴い借入れをしようとしたら、銀行から決算書の提出を求めら
れた

❹ 税金の申告をするため決算書と申告書を作成する

◦法人税や消費税を計算し、決算書と申告書を税務署へ提出するように言
われた
◦地方税等の申告書の提出も併せて行うために必要

決算書が必要なとき!
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Ⅰ　
「
会
計
」を
知
ろ
う

会社の状況を

正しく知るためには、

会計の流れを

知ることが

大切なのか

中小企業にとって

信用力のある決算書といえるのは、

決められたルールに基づいた決算書よ。

信用力のある決算書を

作成するために、このパンフレットを

活用して勉強していきましょう

それには、
日々の事業活動の

記録や資料の管理を
きちんとすることが

重要なんだね。
決算書の様式ルールって

どういうこと？

会計の流れ!
A. 日々の事業活動を記録して決算作業を行った後に、決算書を作成します。

Q3. 会計の流れについて教えてください

経営成績や財政状態を正しく計算するためには、日々の経済活動を会計のルールに従って
記録することが必要です。
取引の記録漏れがないようにしたり、請求書や領収書等の証明書類を保管しておくことも
重要です。

ワ
ン

ポ

イントアドバ
イ

ス

⑴ 日々の事業活動の記録（記帳）
毎日の事業活動を記録します。その資料として下記の主な作業が必要です。
◦伝票、現金出納帳や預金出納帳を作成し、お金の管理をします。
◦売上や仕入れの計算をし、管理します。
◦経費の支払を管理します。

会社の事業活動は絶え間なく行われますが、一定の期間（通常１年）を区切って集計する
ことで、会社の経営成績と財政状態が把握できます。

ワ
ン

ポ

イントアドバ
イ

ス

⑵ 決算作業
正しい経営成績や財政状態を計算するための修正・整理の処理をします。

⑶ 決算書の作成
決算書とは、会社の経営状況を外部の必要な人たちに報告するためにも利用されます。そのため
に、誰もが一定の共通認識で内容を把握できるように様式ルールが決められています。
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Ⅰ　
「
会
計
」を
知
ろ
う

A. 本当です。中小企業の会計のガイドラインを「中小企業の会計に関する指針」と
いいます。大会社のための会計とは異なり、中小企業の立場でつくられています。

Q4. 中小企業のための会計があるって
本当ですか？

対外的信用を得られ、
自社の分析にも有利

中小企業の会計で対象となる会社

「本指針」の対象となっている会社は次
の通りです。

◉株式会社（下記の①②を除く）
① 金融商品取引法の適用を受ける会社

並びにその子会社及び関連会社
② 会計監査人を設置する会社及びその

子会社

本指針に拠ることが推奨されている
会社もあります
◉特例有限会社
◉合名会社
◉合資会社又は合同会社

信用力のある
決算書を作成すること中小企業のための会計

・株式会社は、会社法により、計算書類の作成が義務付けられている。
・中小企業の会計に関する指針（以下「本指針」）は、中小企業が、計算書類の作成に

当たり、拠ることが望ましい会計処理や注記等を示すものである。
・ このため、中小企業は、本指針に拠り計算書類を作成することが推奨される。とり

わけ、会計参与設置会社が計算書類を作成する際には、本指針に拠ることが適当で
ある。

・このような目的に照らし、本指針は、一定の水準を保ったものとする。

＜中小企業の会計とは＞
中小企業の会計とは、中小企業の特性を考慮した簡便的な方法でつくられたものです。
そして中小企業の会計は、適時に正確な会計帳簿の作成と計算書類（株式会社にあっては、貸借対照表、損
益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）の作成が義務付けられています。

とは

➡そうすることにより

中小企業にとって、

どんな決算書が

いいの？

本指針に従って作

成され、処理の方法

が明らかにされてい

る決算書は、信用力

があるといえるのよ

そうなんだね
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Ⅰ　
「
会
計
」を
知
ろ
う

A. 決算書とは、一定期間（通常一年）における会社の経営成績や、財務状態を明らかにしたも
のです。

Q5. 決算書のしくみはどうなっているのですか？

計
算
書
類

附
属
書
類

1．�貸借対照表�
（B／S）（9ページ参照）

財政状態

2．�損益計算書�
（P／L）（11ページ参照）

経営成績

3．�株主資本等変動�
計算書（13ページ参照）

純資産の増減

4．�個別注記表�
（15ページ参照）

決算書を読む際の 
注意事項

資産、負債、

純資産の状態
収益から費用を

引いたものが利益

事業報告書

会計以外の会社の状況

附属明細書

計算書類等を 
より詳細に記載したもの

計算書類と

附属書類がきちんと

記載してあると

金融機関等は

喜ぶよ

決算書の種類!
株式会社は決算の際に、「貸借対照表」「損益計算書」「株主資本等変動計算書」「個別注記表」の４種類の計算書類と、
「事業報告書」や「附属明細書」という附属書類を作成しなければなりません。

（会社法の
計算書類には
含みません）

会社にどんな財産がどの
くらいあるのか。そして
資金調達はどのように行
ったのかがわかります。

当期の利益が明らかにさ
れています。どのくらい
儲かったのかが一目瞭然
です。

純資産の部に記載される、株主資本など
の変動の内訳が一覧で記載されています。

決算書を読む際に、どんな点に注意しな
ければいけないかが書かれています。
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Ⅰ　
「
会
計
」を
知
ろ
う

たとえば、Ｂ/Ｓを見ればわか

るわよ。純資産（自己資本）の大

きさを見てみて、純資産がマイナス

になっているのは問題ね。それは、

負債の金額が資産の金額を上回っ

ていることで、この状態を「債務超

過」っていうの。

債務超過に陥ると会社の信用は

ぐっと落ちてしまうわ。気をつ

けないとね

会社が安定経営できて

いるかどうかは、どう

やって見分けるの？

A. 貸借対照表とは、決算日時点での会社の財政状態を表す計算書類であり、英語の
「Balance Sheet（バランスシート）」を略して「Ｂ／Ｓ」とも呼ばれています。

Q6. 「貸借対照表」とは何ですか？

貸借対照表のしくみ!
貸借対照表における財政状態とは、会社の資金の調達状況（お金の出どころ）と、その運用状況（お金の
使い道）のことです。貸借対照表は、資産、負債、純資産から構成され、調達状況は右側に、運用状況は
左側に書かれていて左右は一致します。

資産
（資金の運用状況）

負債＋純資産
（資金の調達方法）=

＜貸借対照表＞

資　産
Ⅰ．流動資産
Ⅱ．固定資産
（１） 有形固定資産
（２） 無形固定資産
（３） 投資その他の資産
Ⅲ．繰延資産

負　債
Ⅰ．流動負債
Ⅱ．固定負債

純資産
Ⅰ．株主資本
Ⅱ．評価・換算差額等
Ⅲ．新株予約権

資産運用の仕方
をあらわしてお
り、会社の財産
にあたります。

借入等により調達
されたもの。他人
資本ともいいます。

株主等から集めた
資 本と会 社の 利
益。自己資本とも
いいます。

必ず一致
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Ⅰ　
「
会
計
」を
知
ろ
う

14

（単位：百万円）

貸借対照表の様式例! ダウン
 ロード
ダウン
 ロード
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Ⅰ　
「
会
計
」を
知
ろ
う

カイちゃん、利益にも

いろいろと種類がある

って聞いたけど、どん

なものがあるの？

売上総利益 企業の基本的な収益力を示す利益のこと
営業利益 企業本来の営業活動で生じた利益のこと
経常利益 企業の経常的な活動から生じた利益のこと
税引前当期純利益 企業の最終的な税金を控除する前の利益のこと
当期純利益 企業の最終的な利益のこと

利益は５つに分かれて

いるのよ。

次のページで詳しくみ

てみましょう

A. 損益計算書とは、経営者がどれだけうまく会社を経営したかを評価するものです。
企業の一会計期間内に、いくら儲かったのかを表す計算書類で、英語の「Profit & Loss 
Statement」を略して、「P／L」とも呼ばれています。

Q7. 「損益計算書」とは何ですか？

損益計算書のしくみ!
損益計算書は、収益（売上等）から費用（経費等）を差し引いて、利益を計算したものです。企業の経営成
績を判断するのに有用で、式にすると次のようになります。

収�益　―　費�用　＝　利�益
損益計算書で計算される利益は、手元のお金とは異なります。ま
だ回収していない売上も収益となるので、「実際にはお金がない
のに利益は出ている」などということもあります。
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損益計算書の様式例!

（単位：百万円）

ダウン
 ロード
ダウン
 ロード

損益計算書
自 平成○○年○月○日
至 平成○○年○月○日見　方

売上総利益
【売上高から売上原価を
差し引いた大枠での利益】

売上高－売上原価
売上高は、商品や製品等
を販売したりサービスを
提供したりというよう
に、企業の主たる営業活
動から発生する収入で
す。売上原価は、その売
上高に対応する原価で
す。その差額の売上総利
益は、いわゆる粗利益と
いわれ、企業の基本的な
収益力を示します。

見　方

【経常的に発生する財務
取引等も加味した利益】

営業利益＋営業外収
益－営業外費用
営業外収益は、本来の営
業活動以外から発生した
収益をいいます。営業外
費用は、本来の営業活動
以外に要した費用のこと
です。その結果としての
経常利益は企業の経常的
な活動から生じた利益を
示します。

★営業外収益には受取利息・
受取配当金・雑収入等・営業
外費用には、支払利息・雑支
出等があります。

経常利益

【法人税等の税金等を控
除した後の最終的な利
益】

税引前当期純利益－
法人税等
法人税等は、利益に課税
される法人税、住民税及
び事業税をいいます。そ
の差額の当期純利益は、
企業の最終的な利益で
す。

当期純利益

営業利益
【主たる営業活動で稼い
だ利益】

売上総利益－販売費
及び一般管理費
販売費及び一般管理費
は、会社の販売活動や管
理等に係る費用をいいま
す。その差額の営業利益
は企業本来の営業活動か
ら生じた利益を示しま
す。

★販売費及び一般管理費に
は、従業員給与・旅費交通
費・消耗品費等があります。

【臨時的で特別な損益を
加味した法人税等の税金
を控除する前の利益】

経常利益＋特別利益
－特別損失
特別利益は、本来の営業
活動以外で臨時的に発生
した収益を示すもので
す。特別損失は、本来の
営業活動以外で臨時的に
発生した費用を示しま
す。その結果としての税
引前当期純利益は、企業
の最終的な税金を控除す
る前の利益を示します。

★特別利益・特別損失には、
投資有価証券売却損益・固定
資産売却損益等があります。

税引前当期純利益

（注1） この損益計算書の様式例は、項目の名称については一般的なものを例示しており、企業
の実態に応じてより適切に表示すると判断される場合には、項目の名称の変更又は項目
の追加を妨げるものではありません。

（注2） 損益計算書のＱの項目の金額は、株主資本等変動計算書（14ページ参照）の「繰越利
益剰余金」の項目の「当期純利益」欄の金額と一致します。
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A. 株主資本等変動計算書とは、一会計期間における貸借対照表の純資産の部の増減を表
した計算書類で、貸借対照表の純資産の部の内訳表とみることもできます。

Q8. 「株主資本等変動計算書」とは何ですか？

株主資本等変動計算書でわかること!
株主資本等変動計算書は、貸借対照表や損益計算書と深いかかわりを持っています。次の表でその関連
性を見ていきましょう。

前期の
貸借対照表

当期の
貸借対照表

当期の
損益計算書

貸借対照表の
純資産の部と項目が同じ

資産

負債

純資産

資産

負債

純資産

費用

当期
純利益

収益

項目

前期末残高

当期
変動額

当期末残高

当期
純利益

株主資本 株主資本以外 合計

当期末純資産の
部の合計と一致これは

覚えておいた方が
いいんだね
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「株主資本等変
動計算書」ってど
うしてつくらなき
ゃいけないんだろ
う？

平成18年に会社法が施行

された時に、株式会社は株

主 総 会 や取 締 役会の決議

で、剰余金の配当がいつでもで

きるようになったの。だから、資

本金等の数値の変動を連続的に

一覧で把握できるよう、「株

主資本等変動計算書」の作

成が必要になったの

10 12

（単位：百万円）

株主資本等変動計算書の様式例! ダウン
 ロード
ダウン
 ロード
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①  重要な会計方針に係
る事項に関する注記。

　 例：資産の評価基準等
②  株主資本等変動計算

書に関する注記。
　  例：事業年度末日の発行済

株式の数等

③  その他の注記

A. 注記とは、決算書を読む際に参考となる情報などを補足するもので、これらを一覧にしたもの
が、個別注記表です。重要な会計方針に関する注記等、決算書を読む際のヒントがたくさん詰
まっています。

Q9. 「個別注記表」とは何ですか？

会社計算規則では、重要な会計方針に係る事項に関する注記等の項目に区分して、個
別注記表を表示するよう要求されており、かつ、それら以外でも貸借対照表、損益計算
書及び株主資本等変動計算書により会社の財産又は損益の状態を正確に判断するため
に必要な事項は注記しなければならないとしている。したがって、これらの規則に従い
注記を行うことが必要である。

様式例にある例示を
全部入れるのは

大変すぎるよ～。
　カイちゃん

たとえば、会計上の利益は収益と費用の差額で計算をしますが（損益計算書：11ページ参照）、
いつの時点で売上を計上するかによって、利益も変わります。
16ページの例では、棚卸資産の評価方法を変更しておりますが、棚卸資産の評価方法は複
数認められています（23ページ参照）。棚卸資産は期末の在庫ですから、売上の原価となり
ません。在庫がいくらかによって仕入額が変わり、利益額も変動します。
そのため売上や仕入の事実には変動がないのに、棚卸資産の評価方法を変更することで利
益額が変動してしまうことがあります。これは当期の業績を把握するにあたり、誤解を与えて
しまうことにもなりかねません。よって、会計方針を変更したときには、どんな方法に変更し、
その影響について記載しておけば、誤解されることはありません。

ワ
ン

ポ

イントアドバ
イ

ス

大丈夫。
本指針が適用される

中小企業等は、
次のような注記を

入れておけばＯＫよ

自分でつくるのは
大変そうだなあ

会社形態による必要注記項目!
会計監査人設置会社以外の株式会社（公開会社を除
く）の個別注記表（①）や会計監査人設置会社以外の
公開会社の個別注記表（②）については、以下の表のと
おり注記を要しない項目が規定されています。
（注記を要求される項目／○、注記を要求されない項目／×）

項　　目 ① ②

継続企業の前提に関する注記 × ×

重要な会計方針に係る事項に関する注記 ○ ○
貸借対照表に関する注記 × ○
損益計算書に関する注記 × ○
株主資本等変動計算書に関する注記 ○ ○
税効果会計に関する注記 × ○
リースにより使用する固定資産に関する注記 × ○
金融商品に関する注記 × ○
賃貸等不動産に関する注記 × ○
持分法損益等に関する注記 × ×

関連当事者との取引に関する注記 × ○
一株当たり情報に関する注記 × ○
重要な後発事象に関する注記 × ○
連結配当規制適用会社に関する注記 × ×

その他の注記 ○ ○

改 正
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に係る事項に関する注記

」「

個別注記表の様式例!
ダウン
 ロード
ダウン
 ロード
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「中小企業の会計に関する指針」の
内容を個別に見てみようⅡ

会計処理のポイント!
⑴一般的な金銭債権

① 原則的な処理 ⇒ 金銭債権の評価額は、その取得価額をもって処理します。
②  取得価額が債権金額と異なる債権 ⇒ 債権の支払日までの金利を反映して、債権金額と異なる価額で債

権を取得したときは、償却原価法に基づいて算定された価額をもって貸借対照表価額とします。
例）H20年期末に、5年後1000円で弁済を受ける金銭債権を500円で取得した場合

⑵市場価格のある金銭債権
時価又は適正な価格をもって貸借対照表価額とし、評価差額は、当期の損益として処理することができます。

⑶デリバティブ取引による債権
デリバティブ取引によって生じる正味の債権及び債務は、時価をもって貸借対照表価額とし、評価差額は、
当期の損益として処理します。ただし、ヘッジ目的でデリバティブ取引を行った場合、ヘッジ対象資産に譲渡
等の事実がなく、かつ、そのデリバティブ取引がヘッジ対象資産に係る損失発生のヘッジに有効である限
り、その損益の繰延べが認められます。

評価額　1000円 H25年
評価額　900円 H24年
評価額　800円 H23年
評価額　700円 H22年
評価額　600円 H21年
取得額　500円 H20年

1 金銭債権

金銭債権は原則として取得価額で処理します
A. 金銭債権とは、金銭の給付を目的とする債権のことを指し、「預金」、「受取手形」、「売掛
金」、「貸付金」などを含みます。

Q10. 「金銭債権」は、どのように取り扱うのですか？

・金銭債権には、その取得価額を付す。
・金銭債権の取得価額が債権金額と異なる場合は、取得価額と債権金額との差額の性格

が金利の調整と認められるときは、償却原価法に基づいて算定された価額とする。

償却原価法とは、金融資産を債権額と異なる金額で計上した場合において、当該差額に相当する金額を
弁済期に至るまで毎期一定の方法で取得価額に加減する方法をいいます。

ワ
ン

ポ

イントアドバ
イ

ス

取得価額と
債権金額との差額

原則原則
取得価額と債権金額との差額の性格が金
利の調整と認められるときは、債却原価
法に基づいて算定。

例外例外
取得価額と債権金額との差額に重要性が
乏しい場合には、決済時点において差額
を損益として認識することもできる。

デリバティブ 原則原則
デリバティブ取引により生じる正味の債権
及び債務は、時価をもって貸借対照表価
額とし、評価差額は当期の損益として処理。

例外例外
ヘッジ目的でデリバティブ取引を行った場合、ヘッジ対象資産に譲渡
等の事実がなく、かつ、そのデリバティブ取引がヘッジ対象資産に係
る損失発生のヘッジに有効である限り、損益の繰延べが認められる。

手形の割引又は裏書及び金融機関等による金銭債権の買取りは、金銭債権の譲渡に該当しま
す。したがって、手形割引等に、手形譲渡損が計上されます。
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カイちゃん、
会計書類を
つくる時の
注意点は？

適正な会計処理を継続し
て、それをルールに従って
明瞭に表示することが必要
なのか。いくら会計処理を
きっちりやっていても、誤
解を招くような表示では財
政状態を正しく伝えること
ができないんだね

会計書類は第三者が
その会社の財政状態
を判断するため、とて
も重要なものなの。
だから、会計書類を
見た人が判断を誤ら
ないよう、必要な会
計事実を明らかにす
ることが大事です

区　　　分 内　　　容 表示箇所

営業上の債権

・ 受取手形、売掛金、その他の営業取引によって生じた金
銭債権

流動資産

・ 破産債権等で事業年度の末日の翌日から起算して１年以
内に弁済を受けることができないことが明らかなもの

投資その他の資産

営業上の債権以外
の債権

・ 事業年度の末日の翌日から起算して１年以内に現金化で
きると認められるもの

流動資産

・上記以外のもの 投資その他の資産

関係会社に対する
金銭債権

関係会社に対する金銭債権
（注）関係会社とは親会社、子会社、および関連会社をいいます

① その項目ごと他の金銭債権
と区分して表示

② 一括して表示する場合には
注記が必要

貸借対照表上の表示は次の通りです。

会計書類の表示のポイント!

＜会計書類を作成する上で大事なこと＞

貸借対照表の表示例
① 関係会社の債権を区分表示する場合

（資産の部）

Ⅰ．流動資産
短期貸付金 　　　　　100,000円
関係会社短期貸付金　  50,000円

・
・
・

Ⅱ．固定資産
（投資その他の資産）
長期貸付金　　　　　200,000円
関係会社長期貸付金　100,000円

・
・
・

（負債の部）

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

② 関係会社の債権を一括表示する場合
（資産の部）

Ⅰ．流動資産
短期貸付金 　　　　　150,000円

・
・
・

Ⅱ．固定資産
（投資その他の資産）
長期貸付金　　　　　300,000円

・
・
・

（負債の部）

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

又は

（注）関係会社に対する金銭債権
短期貸付金　　50,000円
長期貸付金　 100,000円
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損益計算書上の表示は次の通りです。

① 営業上の取引に基づいて発生した債権に対するもの ➡ 販売費
② ①、③以外のもの ➡ 営業外費用
③ 臨時かつ巨額のもの ➡ 特別損失

表示のポイント!

2 貸倒損失・貸倒引当金

法的に債権が消滅した場合のほか、回収不能な債権がある場合は、その金額を貸倒損失
として計上し、債権金額から控除しなければならない。

⑴  金銭債権について、取立不能のおそれがある場合には、取立不能見込額を貸倒引当金
として計上しなければならない。

⑵  取立不能見込額については、債権の区分に応じて算定する。財政状態に重大な問題が
生じている債務者に対する金銭債権については、個別の債権ごとに評価する。

⑶  財政状態に重大な問題が生じていない債務者に対する金銭債権に対する取立不能見
込額は、それらの債権を一括して又は債権の種類ごとに、過去の貸倒実績率等合理的
な基準により算定する。

⑷  法人税法における貸倒引当金の繰入限度額相当額が取立不能見込額を明らかに下回
っている場合を除き、その繰入限度額相当額を貸倒引当金に計上することができる。

貸倒損失・貸倒引当金の処理の違いは、損失か貸倒れのおそれがあるかで判断

A.「貸倒損失」とは、金銭債権が明らかに回収できない場合の回収不能による損失をいい、「貸
倒引当金」とは、決算日において翌期以降その金銭債権に貸倒れのおそれがある場合、そ
の見込み額を引当て計上したものをいいます。

Q11. 「貸倒損失・貸倒引当金」は、どのように取り扱うのですか?
ワ

ン
ポ

イントアドバ
イ

ス

「法的に債権が
消滅した場合」＝

	会社更生法による更生計画又は民事再生法による再生計画の認可が決
定されたことにより債権の一部が切り捨てられることとなった場合等

�
�
�
�

⇒貸倒損失を
計上「回収不能な債権が

ある場合」＝
債務者の財政状態及び支払能力から見て債権の全額
が回収できないことが明らかである場合
（注）回収不能な債権の場合は債権の一部ではなく全額回収できない場合となります。

貸倒損失

貸倒引当金

貸倒引当金の
区分および算定 原則原則

取立不能見込額は、債権者の財政状態及び経営成績に応
じて区分し、算定する。財政状態に重大な問題が生じてい
ない債務者に対する金銭債権に対する取立不能見込額は、
それらの債権を一括して又は債権の種類ごとに、過去の貸
倒実績率等合理的な基準より算定する。

例外例外

法人税法の区分に基づいて算定され
る貸倒引当金繰入限度額が明らか
に取立不能見込額に満たない場合を
除き、繰入限度額相当額をもって貸
倒引当金とすることができる。
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会計処理のポイント!
区　　　分 定　義 算定方法

一般債権 経営状態に重大な問題が生じていない債
務者に対する債権

債権全体又は同種・同類の債権ごとに、債権の状
況に応じて求めた過去の貸倒実績率等の合理的な
基準により算定する（貸倒実績率法）

貸倒懸念債権
経営破綻の状態には至っていないが、債務
の弁済に重大な問題が生じているか又は
生じる可能性の高い債務者に対する債権

原則として、債権金額から担保の処分見込額及び
保証による回収見込額を減額し、その残額につい
て債務者の財政状態及び経営成績を考慮して算定
する

破産更生債権等 経営破綻又は実質的に経営破綻に陥って
いる債務者に対する債権

債権金額から担保の処分見込額及び保証による回
収見込額を減額し、その残額を取立不能額とする

＜取立不能見込額の区分表示＞

⑴貸借対照表上の表示

対象となった項目ごとに
控除形式で表示します。

原 則

① 流動資産又は投資その他の資産から一括
して控除形式で表示します。

② 対象となった項目から直接控除して注記します。

その他の表示方法

繰入額の方が
多い場合

その差額を貸倒引当金繰入額として、次の通り表示します。
①  営業上の取引に基づいて発生した債権に対するもの･･販売費
② ①、③以外のもの････････････････････････････････営業外費用
③ 臨時かつ巨額のもの･･････････････････････････････特別損失

取崩額の方が
多い場合 その取崩差額を特別利益に計上します。

表示のポイント!

本指針の内容を整理すると下記の表のようになります。実際に会計処理をする場合、「貸倒
引当金」は相手の状況に応じて「一般債権」「貸倒懸念債権」「破産更正債権等」の３つに
分けて適切に評価することがポイントとなっています。

ワ
ン

ポ
イントアドバ

イ
ス

・	「一般債権」とは、通常の債権のことで、貸倒れの危険性が少ないことから、過去の貸倒
れの実績を基準に引当金を計上します。
・	「貸倒懸念債権」とは、業績が悪化した相手先に対する債権で、この場合はその相手の財政
状態などを考慮し、実際にいくら回収できるかを見込んで引当金を計上します。
・	「破産更生債権等」とは、実質的に倒産している相手先に対する債権ですから、担保など
で回収できる分を除いた全額を、引当金として計上します。

ワ
ン

ポ

イントアドバ
イ

ス

⑵損益計算書上の表示
貸倒引当金の繰入、戻入（取崩し）は債権の区分ごとに行います。
当期に直接償却により債権額と相殺した後、貸倒引当金に期末残高があるときは、これを当期繰入額と相
殺します。
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3 有価証券

分　　類 貸借対照表価額 評価差額
売買目的有価証券（①） 時価 損益（営業外損益）

満期保有目的の債券（②）（原則）取得原価 該当なし
（例外）償却原価（※1） 償却原価法による差額：営業外損益

子会社株式及び
関連会社株式（③） 取得原価 該当なし

その他
有価証券（④）

市場価格
あり 時価 純資産の部（税効果考慮後の額）

（全部純資産直入法の場合）
市場価格

なし
（原則）取得原価 該当なし
（例外）債券：償却原価（※1） 償却原価法による差額：営業外損益

※1 取得価額と債券金額との差額が金利の調整と認められる場合

① 売買目的有価証券とは、その目的が時価の変動により利益を得ることを目的として保有する有価証券を指しま
す。売買目的有価証券は、決算時において時価で評価し、その評価差額はその期の損益とします。

　法人税法の規定における売買目的有価証券とは以下に掲げるものとされています。
　イ） 専担者売買有価証券（トレーディング目的の専門部署を設置して売買を行う有価証券）
　ロ） 短期売買有価証券（短期売買目的で取得したものである旨を帳簿書類に記載した有価証券）
　ハ）  金銭の信託に属する有価証券（金銭信託のうち信託財産として短期売買目的の有価証券を取得する旨を他

の金銭の信託と区分して帳簿書類に記載したもの）

＜有価証券の区分ごとの処理方法＞

有価証券は、会社が保有する目的によって会計処理が異なります
A. 有価証券とは、一般には私法上の財産権を表象する証券をいい、小切手、手形、株券や債券など

をいいますが、会計上の有価証券の範囲はそれよりも範囲が狭く、小切手や手形の貨幣証券を除い
た株券、債券、投資信託等をいいます。どういう目的でその有価証券を購入したかという保有目的
の観点から4つに分類し、それぞれに応じた会計処理を行います。

Q12 . 「有価証券」は、どのように取り扱うのですか？

・ 有価証券（株式、債券、投資信託等）は、保有目的の観点から、以下の４つに分類し、原
則として、それぞれの分類に応じた評価を行う。

　⑴ 売買目的有価証券
　⑵ 満期保有目的の債券
　⑶ 子会社株式及び関連会社株式
　⑷ その他有価証券
・ 有価証券は、「売買目的有価証券」に該当する場合を除き、取得原価をもって貸借対照

表価額とすることができる。ただし、「その他有価証券」に該当する市場価格のある株
式を多額に保有している場合には、当該有価証券を時価をもって貸借対照表価額とし、
評価差額（税効果考慮後の額）は純資産の部に計上する。

・ 市場価格のある有価証券を取得原価で貸借対照表に計上する場合であっても、時価が
著しく下落したときは、将来回復の見込みがある場合を除き、時価をもって貸借対照表
価額とし、評価差額は特別損失に計上する。

市場価格のある
その他有価証券

原則原則 時価評価。 例外例外 保有額が多額でない場合には、取得原価。

有価証券の取得価額･･･有価証券の取得時における付随費用（支払手数料等）は、取得した有価証券の取得価額に含める。なお、
期末に保有している有価証券を時価評価する場合、その時価には取得または売却に要する付随費用は含めない。

市場価格のない
その他有価証券

原則原則 取得原価。 例外例外 債券について、取得価額と債券金額の差額が金利
の調整と認められるときは、償却原価法により処理。

満期保有目的の
債券 原則原則 取得原価。 例外例外 取得価額と債券金額の差額が金利の調整と

認められるときは、債却原価法により処理。

有価証券の分類 原則原則 有価証券は保有目的等の観点から、売買目的有価証券、満期保有目的
の債券、子会社株式及び関連会社株式、その他有価証券の4つに分類。 例外例外

売買目的有価証券とその他有価証券との区分を法
人税法の規定に従って分類することも認められる。
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通常、会社が所有

している上場株式

は、大部分がその他

有価証券に分類され

るんだよね

うちの会社の上
場株式も、会社
の損益に影響
するのかなあ？

そうよ。時価で評価
する有価証券は、売買目的
有価証券と市場価格のある、

その他有価証券の２つよ。その
うち、評価差額が当期の損益
に影響するのは、売買目的

有価証券だけなのよ

② 満期保有目的の債券とは、社債などのように満期が来るまで持ち続けることを目的とする債券をいいます。こ
のような債券は満期まで保有することで、あらかじめ決まっている額面額での返済を受けるため、途中での時
価の影響を考慮する必要性がないので、原則は取得原価での評価となります。

　 ただし、取得価額と債券金額が異なり、その差額の性格が金利の調整であると認められる場合には取得原価で
の評価ではなく償却原価法によって処理することになります。

③ 子会社株式及び関連会社株式については、その株式を持ち続けることで子会社を支配したり、関連会社に影響
を与えることが目的となります。つまり、売買することを目的としていないので、その時の時価がいくらであ
ったとしても関係がないため取得原価で処理することになります。

④ その他有価証券は、上記の売買目的有価証券、満期保有目的の債券、子会社株式及び関連会社株式以外の有価
証券をいいます。その他の有価証券は、市場価格があるか否かによって処理が異なります。

　 市場価格がある場合には時価で評価しますが、その評価差額はその期の損益とはせず、資本として純資産の部
に計上します。

　 市場価格がない場合は、原則として取得原価で評価しますが、取得価額と債券金額が異なり、その差額の性格
が金利の調整であると認められる場合には償却原価法によって処理します。

有価証券の減損処理!
取得原価で処理すべき有価証券であっても、その時価や実質価額が著しく下落した場合、減損処理を行います。
① 市場価格のある有価証券の時価が著しく下落したときは、回復する見込みがあると認められる場合を除き、時

価をもって貸借対照表価額とし、評価差額は当期の損失として処理しなくてはなりません（著しく下落したと
きとは、少なくとも個々の銘柄の有価証券の時価が、取得原価に比べて50％程度以上下落した場合をいいます）。

② 市場価格のない有価証券が、発行会社の財政状態の悪化により実質価額が著しく低下したときは、相当の減額
を行い、評価差額は当期の損失として処理しなければなりません（著しく低下したとき、とは少なくとも株式
の実質価額が取得原価に比べて50％程度以上低下した場合をいいます。ただし、市場価格のない実質価額につ
いて、回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合には、期末において相当の減額をしないことも認め
られます）。

貸借対照表上の表示!
流動資産売買目的有価証券及び事業年度の末日後1年以内に

満期の到来する社債その他の有価証券

投資その他の資産上記以外の有価証券

市場価格のある有
価証券の減損処理 原則原則 時価が著しく下落した時は、回復する見込み

があると認められる場合を除き、減損処理。 例外例外 回復する見込みが合理的に反証できる場合は、減損処
理はしないことも認められる

市場価格のない有
価証券の減損処理 原則原則 市場価格のない株式の実質価額が著しく低

下した時は、減損処理。 例外例外
市場価格のない株式の実質価額について、回復可能性
が十分な証拠によって裏付けられる場合には、期末にお
いて減損しないことも認められる。
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4 棚卸資産

棚卸資産の会計処理!
１．棚卸資産の取得価額
　①購入した棚卸資産
　　�その商品の購入代金に付随費用（引取運賃や購入手数料、関税など購入のために要した費用及び保管料など

販売するまでに直接要した費用）を加えたものが取得価額となります。
　②自己で製造等した棚卸資産
　　�その製品を製造等するために要した原材料費、労務費、及び経費の額と製造のために消費し又は販売のため

に直接要した費用の合計額が取得価額となります。
　③上記以外の方法により取得をした棚卸資産
　　�その資産の取得のために通常要する価額とその資産を消費し又は販売の用に供するために直接要した費用の

合計額が取得価額となります。
　＊ただし、少額の付随費用は取得価額に算入しないことができます。
２．棚卸資産の評価基準
　�棚卸資産の期末における時価が帳簿価額より下落し、かつ、金額的に重要性がある場合には時価で、それ以外
の場合には取得価額をもって評価します。時価とは、原則として正味売却価額（売却市場における時価から見
積追加製造原価及び見積販売直接経費を控除した金額）をいいます。
　�なお、次の事実が生じた場合には、その事実を反映させて帳簿価額を切り下げなければなりませんので留意が
必要です。
　①�棚卸資産について、災害により著しく損傷したとき
　②�著しく陳腐化したとき
　③�上記に準ずる特別の事実が生じたとき
３．棚卸資産の評価方法
　�棚卸資産の評価方法としては、個別法、先入先出法、総平均法、移動平均法、売価還元法等、一般に認められている
方法とされています。また、期間損益の計算上著しい弊害がない場合には、最終仕入原価法を用いることもできます。
　＊後入先出法による評価方法はできなくなりました。

棚卸資産の評価は時価又は取得価額により処理します
A. 棚卸資産とは、販売用の商品・製品や、原材料など在庫のこと。在庫も会社にとっては資産とみな

され、その価額は、原則として商品の購入代価、または自社製品の製造原価に付随費用を加算し、
これに定められた評価方法（個別法、先入先出法など）を用いて評価額を算定します。

Q13. 「棚卸資産」は、どのように取り扱うのですか？

・ 棚卸資産の取得価額は、購入代価又は製造原価に引取費用等の付随費用を加算する。
ただし、少額な付随費用は取得価額に加算しないことができる。

・ 棚卸資産の期末における時価が帳簿価額より下落し、かつ、金額的重要性がある場合
には、時価をもって貸借対照表価額とする。

・ 棚卸資産の評価方法は、個別法、先入先出法、総平均法、移動平均法、売価還元法等、
一般に認められる方法とする。なお、最終仕入原価法も、期間損益の計算上著しい弊
害がない場合には、用いることができる。

通常、棚卸資産とは商品又は製品（副産物及び作業くずを含みます）、半製品、仕掛品（半成工事を含
みます）、主要原材料、補助原材料、消耗品で貯蔵中のもの、その他これらに準ずるものをいいます。本
指針での棚卸資産とは、販売目的（販売するための製造目的を含みます）で保有する棚卸資産です。

ワ
ン

ポ

イントアドバ
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ス

改 正

付随費用 原則原則 購入代価又は製造原価に引取費用等の付随費用を
加算する。 例外例外 少額な付随費用は取得価額に加算しないことがで

きる。

評価基準 原則原則 期末における時価が帳簿価額より下落し、かつ、
金額的重要性がある場合には、時価評価。 例外例外 金額的に重要性がない場合は、取得原価。
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棚卸資産の評価額に

よって売上総利益が

変わってしまうとも聞

いたけど？

棚卸資産の評価っ
て面倒そうなんだけ
ど、必ず行わなきゃ
ならないの？

そうなの。だから適正な棚

卸資産の評価を行う必要

があるのよ。棚卸資産の

評価は下の２つの意

味があります

●�在庫として残っている会社の
財産の評価

●�原価を当期と翌期以降に配
分する（原価配分）

そのため、損益計算にとっても、非常
に重要です。

棚卸資産の評価の重要性!

棚卸資産と売上総利益の相関関係!

（1000）

（500）

（800）

（300）

（800）

（400）

（1200）

期首商品
棚卸高

期末商品
棚卸高

期首商品棚卸高（300）＋当期商品仕入高（1000）
―期末商品棚卸高（500）＝売上原価（800）

売上高（1200）－売上原価（800）＝売上総利益（400）

棚卸資産の評価額

棚卸資産の評価は、会社の利益を把握することに深く関係しています。

次の場合の棚卸資産と売上総利益との相関関係を見てみましょう。
例）期首商品棚卸高	 300万円
　　当期商品仕入高	 1000万円
　　期末商品棚卸高	 500万円
　　当期の売上高	 1200万円

（単位：万円）



中小企業の会計　34問34答��

Ⅱ　
「
中
小
企
業
の
会
計
に
関
す
る
指
針
」の
内
容
を
個
別
に
見
て
み
よ
う

⑴　前払費用
　一定の契約に従い、継続してサービスの提供を受ける場合、いまだ提供されていないサービスに対して支払われた対価をいいます。

例）前払利息、前払保険料、前払家賃、前払保証料など

⑵　前受収益
　一定の契約に従い、継続してサービスの提供を行う場合、いまだ提供していないサービスに対して支払いを受けた対価をいいます。

例）前受利息、前受家賃など

⑶　未払費用
　�一定の契約に従い、継続してサービスの提供を受ける場合、既に提供されたサービスに対していまだその対価
の支払いが終わらないものをいいます。
例）未払利息、未払家賃、未払給料、未払社会保険料など

⑷　未収収益
　�一定の契約に従い、継続してサービスの提供を行う場合、既に提供したサービスに対して、いまだその対価の
支払いを受けていないものをいいます。
例）未収利息、未収家賃など

経過勘定は、継続してサービスの提供を受けたり行ったりするため、時間の経過につれて収益又は費用になるのが特
徴。サービス提供以外の契約で、時間の経過とは関係ない前払金、前受金、未払金、未収金とは性質が異なります。

表示項目 表示箇所

前払費用 前払費用 流動資産
長期前払費用（事業年度の末日後１年を超えて費用となる部分） 投資その他の資産

前受収益 前受収益 流動負債
長期前受収益（事業年度の末日後１年を超えて収益となる部分） 固定負債

未払費用 未払費用 流動負債
未収収益 未収収益 流動資産

＜財務諸表の表示＞
経過勘定は、次のように貸借対照表に表示します。

5 経過勘定等

現金の収支の時期と損益計算上の損益認識時期のずれを処理する勘定科目です

A. 経過勘定等とは、すでに提供を受けたり・行ったりしているものに対して代金の授受がなされていなかった
り、提供を受けていない・行っていないものに対して代金の授受は済んでいるものでも、当期損益を適正
に認識するために、損益の見越し・繰延として表示することです。これは、貸借対照表の「資産の部」また
は「負債の部」に表示されます。

Q14. 「経過勘定等」は、どのように取り扱うのですか？

経過勘定項目には「前払費用」「前受収益」「未払費用」「未収収益」の4つがあります。

お金を払って
も、すべてが
経費になると
は限らないん
だね

・ 前払費用及び前受収益は、当期の損益計算に含めず、未払費用及び未収収益は当期の損益
計算に含めなければならない。

・ 前払費用、前受収益、未払費用及び未収収益等については、重要性の乏しいものは、経過勘
定項目として処理しないことができる。

費用は発生したものを、収益は実現したものを損益として計上する必要があるため、前払費用と前
受収益は翌期以降の損益として、未払費用と未収収益は当期の損益として処理します。
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経過勘定項目を見てみよう!

経過勘定等
の計上 原則原則

前払費用及び前受収益は、当期の損益
計算書から除去し、未払費用及び未収
収益は、損益計算書に計上するための
経過勘定項目として貸借対照表に計上。

例外例外
・ 前払費用、前受収益、未払費用及び未収収益のうち、重要性の乏しい

ものについては、経過勘定として処理しないことができる。
・ 前払費用のうち、支払日から１年以内に提供を受ける役務に対応する金

額については、継続適用を条件として、費用処理することができる。
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6 固定資産

モノは絵画や骨董品などを除いて、時の経
過に伴ってその価値が下落するのが普通で
す。建物や機械等は高額で、かつ、その使用
期間が長期間にわたります。もし、建物や機
械等を消耗品（ノ－ト、エンピツ）のように
購入したときに全額費用に計上すると、そ
の事業年度が大赤字になってしまい損益計
算書が適正なものでなくな
ってしまいます。そこで会
計上の仮定として、使用可
能期間（耐用年数）に応じ
て、費用に計上することを
減価償却といいます。

定率法の減価償却費 ＝ 未償却残高× 定率法の償却率
（注） ただし、上記の金額が償却保証額（取得価額×保証率）に満たなくなった

年分以後は、次の算式により計算します。

①定率法：毎期一定の率で償却していく場合

改定取得価額 × 改定償却率
したがって償却費の額は、始めの年ほど多く、年とともに減少します。ただし
償却保証額に満たなくなった年以後は、毎年同額となります。

■具体例を見てみよう
取得価額が100万円で、耐用年数が10年の複合機（減価償却資産）の償
却費の計算（１年間事業に使用したものと仮定して計算）

1年目　 100万円（取得価額） × 0.25（10年の償却率） ＝ 25万円
2年目～７年目　 （100万円－前年までの償却費の合計額） × 0.25
8年目からは償却保証額（100万円×0.04448（保証率））に満たないため、注意して下さい。
8年目～9年目　 （100万円－7年目までの償却費の合計額）改定取得価額 × 0.334（改定償却率）
10年目　 100万円－9年目までの償却費の合計額－1円

①定率法

1.固定資産の減価償却

固定資産は耐用年数に応じて、各事業年度で償却（費用として計上）します

A. 固定資産とは、販売目的ではなく長期間にわたり会社の事業活動に使用するために所有する資産をいい
ます。固定資産は、「有形固定資産」、「無形固定資産」、「投資その他の資産」に分類されます。

Q15 . 「固定資産」は、どのように取り扱うのですか？

固定資産の減価償却は、経営状況により任意に行うことなく、定率法、定額法その他の方
法に従い、毎期継続して規則的な償却を行う。ただし、法人税法の規定による償却限度額
をもって償却額とすることができる。

減価償却の方法は毎期継続して適用し、みだりに変更することはできません。減価償却は、固定資
産を事業のために利用し始めた時から開始します。
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定額法の減価償却費＝ 取得価額 × 定額法の減価償却率
したがって償却費の額は、原則として毎年同額となります。

②定額法：毎期一定の額で償却していく場合

1年目～10年目　 100万円（取得価額） × 0.100（10年の償却率） ＝ 10万円
定率法・定額法ともに、備忘価額1円を残します。

②定額法

減価償却 原則原則
耐用年数や残存価額は、その資産の性質、用
途、使用状況等に応じて合理的に決定しなけ
ればならない。

例外例外
法人税法上の耐用年数を用いて計算し
た債却限度額を減価償却費として計上
することも認められる。

備忘価額とは、
０円にすると、その資産が

帳簿から消えてしまうので、便
宜的に１円という金額を残し
て、その資産が存在すること
を忘れないようにするため

に付すものなのよ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

金額

額
価
得
取

年

改定取得価額

備忘価額（１円）
まで償却可能

定率法イメージ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

金額

取
得
価
額

年

備忘価額（１円）
まで償却可能

定額法イメージ

＜参考＞
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減価償却を行わないと、こ
の部分が過大に計上されて

しまうのよ

＜本来の減価償却を行った場合＞

資産
900万円

負債
700万円

純資産
200万円

減価償却を行わないと、そ

の固定資産の帳簿価額は、

価値の目減り分が反映されて

いないから、減価償却相当額

が過大に固定資産として計上

された決算書ができてしまう

の。信用力のある正しい決算

書を作成するためには、毎期

継続して規則的な減価償却

を行うことが重要なのよ

＜減価償却を行わなかった場合＞

資産
1000万円

負債
700万円

純資産 300万円

どうして減価償却

をしなければ

いけないの？

区　　　分 償却の方法

平成19年４月１日以後の取得資産
償却可能限度額（取得価額の95％）及び残存価額が廃止され、新
たな償却方法で、法定耐用年数経過時点の備忘価額１円を残して
全額償却します。

平成19年３
月31日以前
の取得資産

償却可能限度額（取得価額
の95％）まで償却中のもの 従来どおりの旧定率法、旧定額法等で減価償却を行っていきます。

償却可能限度額の95％まで
償却が終わったもの 翌事業年度以後５年間で、備忘価額１円を残して均等に償却します。

＜減価償却の３区分＞

●�平成19年度の減価償却制度の改正で、減価償却は次の３区分に分けて
償却計算を行うようになりました。

機械及び装置の耐用年数の改正について

平成20年の税制改正で、機械および装置の法定耐用年数区分の見直
しが行われました。日本では、機械および装置の法定耐用年数が従来
は設備ごとに390区分と非常に細かく分けられ、韓国（26区分）やア
メリカ（48区分）と比較すると細分化されすぎています。そのため、
償却費用を算出するのに時間とコストがかかり、区分の簡素化が経済
界などから求められていたことが背景に挙げられています。
したがって平成20年の税制改正では、区分数が55区分に大幅に簡
素化されました。

投資の増加と経済

の活性化、そして日

本企業の「国際競争

力の強化」を目指し

て改正したのじゃ
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減損例

災害、事故等により資産価値の下落があった場合

新製品、新技術等により資産価値の下落があった場合

将来使用の見込みが客観的にないこと（※）又は固定資産の用途を転用したが採算が見込め
ないことのいずれかに該当し、かつ、時価が著しく下落している場合

※資産が相当期間遊休状態にあれば、通常、将来使用の見込みがないことと判断されます。

3.固定資産の減損

予測できなかった著しい資産価値の下落があった際には、減損額を控除しなければな
らない。なお、当該減損額は、減損損失として損益計算書の特別損失に計上する。

5.ゴルフ会員権

ゴルフ会員権は、取得原価で評価する。ただし、時価があるものについて時価が著しく
下落した場合又は時価がないものについて発行会社の財政状態が著しく悪化した場
合には、減損処理を行う。

研究開発に該当するソフトウェアの制作費は研究開発費として費用処理する。研究開
発に該当しないソフトウェアの制作費は、次のように会計処理する。

（1）  社内利用のソフトウェアは、その利用により将来の収益獲得又は費用削減が確実
であると認められる場合には、取得に要した費用を無形固定資産として計上する。

（2）  市場販売目的のソフトウェアである製品マスタ－の制作費は、研究開発費に該当
する部分を除き、無形固定資産として計上する。

4.ソフトウェア

2.圧縮記帳

圧縮記帳は、その他利益剰余金の区分における積立て及び取崩しにより行う。ただし、
国庫補助金、工事負担金等で取得した資産並びに交換、収用等及び特定の資産の買換
えで交換に準ずると認められるものにより取得した資産については、直接減額方式に
よることができる。

研究開発の場合は費用処理、それ以外は無形固定資産とします。

ワ
ン

ポ

イントアドバ
イ

ス

機械及び装置の耐用

年数の改正等で、こ

の特例の適用を受け

た減価償却資産につ

いては、承認申請の

事務負担に配慮し、

手続きが簡素化され

ているって本当？

軽微な変更があった場合

や、短縮特例の承認を受け

た設備と同種の設備を取得

した場合等には、改めて承

認申請をしなくても、変更

点等の届出により短縮特

例の適用を受けることがで

きるようになったのよ

ソフトフェア 原則原則 見込販売数量に基づく償却方法、その他合理
的な方法により償却。 例外例外 法人税法の定める償却方法を採用することもできる。
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繰延資産は、償却期間に応じて費用とします

A. 繰延資産とは、既に代価の支払いが完了している、又は支払義務が確定し、これに対応す
るサービスの提供を受けたにもかかわらず、その効果が将来にわたって発現するものと期
待される費用を資産として繰り延べたものをいいます。

Q16 . 「繰延資産」は、どのように取り扱うのですか？

7 繰延資産

法人が支出する次に掲げる費用（資産の取得に要した金額及び前払費用を除きます）のうち、支出の効果がその支出の日以後１
年以上に及ぶものは税法固有の繰延資産に該当します。

＜税法固有の繰延資産の償却期間・償却額＞
項　　　目 償却期間 償却額

① 自己が便益を受ける公共的施設又は共同的施設の設置又は改良のために
支出する費用

　(例)公共下水道にかかる受益者負担金等

法人税法で
定める償却期間

償却限度額の
範囲内で償却

② 資産を賃借し又は使用するために支出する権利金、立退料その他の費用

③役務の提供を受けるために支出する権利金その他の費用
　(例)ノウハウの頭金

④ 製品等の広告宣伝の用に供する資産を贈与したことにより生ずる費用
　(例)特約店等に対し贈与した自社製品の陳列棚等

⑤ ①から④までに掲げる費用のほか、自己が便益を受けるために支出する
費用

　(例)チェーン店加盟のための一次金等

2．法人税法上の繰延資産の項目・償却期間・償却額

創立費、開業費、開発費、株式交付費、社債発行費、新株予約権発行費は、原則として費
用処理する。なお、これらの項目については繰延資産として資産に計上することができ
る。

1．繰延資産の範囲・償却期間・償却額

費用として処理しなかった税法固有の繰延資産は、長期前払費用等として計上する。

＜繰延資産の償却期間＞
項　　目 償却期間 償却額

創立費、開業費、開発費 ５年内
原則として月割計算により相当の
償却株式交付費、新株予約権発行費 ３年内

社債発行費 社債償還期限内

繰延資産の計上 原則原則
創立費、開業費、開発費、株式交付費、
社債発行費、新株予約権発行費は、原則と
して費用処理。

例外例外 左記の項目については繰延資産と
して資産に計上することができる。



中小企業の会計　34問34答 �0

Ⅱ　
「
中
小
企
業
の
会
計
に
関
す
る
指
針
」の
内
容
を
個
別
に
見
て
み
よ
う

金銭債務は債務の金額を計上します

A. 金銭債務とは、金銭の支払いを目的とする債務をいい、「支払手形」、「買掛金」、「借入
金」、「社債（私募債を含みます）」等を含みます。なお、金銭債務は網羅的に計上します。

Q1 7 . 「金銭債務」は、どのように取り扱うのですか？

8 金銭債務

会計処理のポイント!
（１）	支払手形、買掛金、借入金その他の債務には、債務額を付さ

なければなりません。
（２）	払込みを受けた金額が債務額と異なる社債は、償却原価法

に基づいて算定された価額をもって貸借対照表価額とします。
償却原価法とは、金融負債を債務額と異なる金額で計上した
場合において、当該差額に相当する金額を償還期に至るまで
毎期一定の方法で取得価額に加減する方法をいいます。

自社の債務額を

明確にしておくの

は重要なことな

のよ

区　　分（内　　容） 表示箇所

①営業上の債務 買掛金、支払手形その他営業取引によって
生じた金銭債務 流動負債

②借入金その他①の金
銭債務以外の金銭債務

その支払いの期限が事業年度の末日の翌日
から起算して１年以内に支払又は返済され
ると認められるもの

流動負債

①及び②以外の金銭債務 固定負債

関係会社に対する金銭債務 その項目ごとに区分表示
（注記でも可）

個別注記表の貸借対照表に関す
る注記として、次のように記載し
ます。

【関係会社に対する金銭債務】
　短期金銭債務　　×××万円
　長期金銭債務　　×××万円

金銭債務には、債務額を付す。

貸借対照表への表示方法!

営業上の債務及び1年以内に支払いのあるものを流動負債といい、それ以外は固定負債といいます。

デリバティブの取り扱い
デリバティブ取引により生じる正味の債権及び債務は、時価をもって貸借対照表価額とし、評価差額は、当期の損益と
して処理します。
ただし、金融機関からの融資と組み合わせて金利スワップ契約を締結した場合において、下記の一定の要件を満たして
いる場合は時価評価しません。

一定の要件
・	借入金の金額と金利スワップの元
本の金額がほぼ同一
・	借入金と金利スワップの利息の受
払条件（利率、利息の受払日等）
がほぼ同一
・	借入金と金利スワップの契約期間
がほぼ同一

返済期間に

よって表示箇所が

変わるから、

注意してね
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将来の支出のためにあらかじめ準備しておく金額のことです

A. 引当金とは、現時点では確定していなくても、会社が将来支出すると予測できる大きな出
費に備えて、あらかじめ準備しておく費用の見積額をいいます。引当金の会計処理は、次の
ように取り扱います。

Q18 . 「引当金」は、どのように取り扱うのですか？

9 引当金

（１）引当金として計上するのは、次の4つの要件を満たしているものです。
　　①将来の特定の費用又は損失であること。
　　②発生が当期以前の事象に起因していること。
　　③発生の可能性が高いこと。
　　④金額を合理的に見積ることができること。
（２）引当金のうち、当期の負担に属する部分の金額を当期の費用又は損失として計上しなければなりません。

引当金の設定要件!

引当金についての会計および税法の関係は、次のとおりです。

分　　　類 種　　　類 税　　　法

会
計
上
の
引
当
金

評価性引当金 貸倒引当金 損金算入限度額
あり

負債性引当金

返品調整引当金

賞与引当金、退職給付引当金、製品保証引当金、
売上割戻引当金、工事補償引当金、修繕引当金、
特別修繕引当金、債務保証損失引当金、
損害補償損失引当金、役員賞与引当金、
工事損失引当金等

損金不算入

売掛金や貸付金など金銭債権に
対して、回収不能額を見積り引
当金を計上するものです。

評価性引当金

将来の支出に備えた引当金のことです。
将来の支出の原因が当期以前に発生して
いるという意味で負債に近い性質をもっ
ていますが、支出額が確定していないの
で引当金として見積り計上します。

負債性引当金

将来の特定の費用又は損失であって、その発生が当期以前の事象に起因し、発生の可能
性が高く、かつ、その金額を合理的に見積ることができる場合には、当期の負担に属する
金額を当期の費用又は損失とし、引当金に繰り入れなければならない。

引当金の区分!

取得価額と
債権金額との差額 原則原則 負債として計上しなければならない。例外例外 法的債務のない引当金のうち、金額の重要性が乏しいも

のは、負債として計上しないことができる。
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税制上の取り扱い

は、申告時に利益に

損金不算入の引当金

を加算調整すること

で、適正に申告でき

るのよ

決算書は会社の実態を表す

ものだから、将来の支出が

確定しているなら、税制上、

損金不算入であっても、引

当金を計上するのが、実態

を表していると言えるのよ

税制上で損金不算

入とされている引当

金も、計上したほう

がいいのかな？

そういう

ものなんだねえ

引当金は、たとえ将来発生するものであっても当期にその原因がある場合には、当期の負担分相当額を決算書
に計上する必要があります。

下記の図のとおり、仮に引当金を計上しなかった場合には、貸借対照表上、引当金の分だけ純資産が過大に表示されてしまい
ます。したがって信用力のある決算書を作成するためには、引当金を計上する必要があるといえます。

引当金計上の意義!

＜引当金を計上した場合＞

資産
1000万円

負債
800万円

引当金
純資産

200万円

＜引当金を計上しなかった場合＞

資産
1000万円

負債
700万円

純資産
300万円

引当金の表示!
引当金の表示方法を確認しましょう。
① 評価性引当金については流動資産の部にマイナス（△）表示します。
　（例）貸倒引当金
② 負債性引当金については流動負債の部にプラス表示します。
　（例）賞与引当金、退職給付引当金　等

流動資産
・ ・ ・
売掛金　　　　　　　××××
貸倒引当金　　　　　△×××
・ ・ ・ ・

流動負債
・ ・ ・ ・
賞与引当金
退職給付引当金
・ ・ ・ ・ ・

会計では、引当金は見積計上しなければなりませんが、税法では、課税所得金額の計算上、損金算入限度額
を設けています。
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退職金等の支出のために準備しておく金額のことです

A. 就業規則等の定めに基づく退職一時金、厚生年金基金、適格退職年金及び確定給付企業年金の
退職給付制度を採用している会社にあっては、従業員との関係で法的債務を負っていることにな
るため、引当金の計上が必要となります。

Q19 . 「退職給付債務・退職給付引当金」は、
どのように取り扱うのですか？

� 退職給付債務・退職給付引当金

退職給付引当金を計上していない場合、従業員の退職時に一時に退職金として処理することは、財政状態及び経営成
績に大きな影響を与える可能性が高いといえます。そのため、本指針適用に伴い、新たな会計処理の採用により生じ
る影響額（適用時差異）は、通常の会計処理とは区分して、本指針適用後、10年以内の一定の年数又は従業員の平
均残存勤務年数のいずれか短い年数にわたり定額法により費用処理することができます。この場合、未償却の適用時
差異の金額を注記します。

4. 退職給付引当金を計上していない場合

確定給付型退職給付制度（退職一時金制度、厚生年金基金、適格退職年金及び確定給付
企業年金）を採用している場合は、原則として簡便的方法である退職給付に係る期末自
己都合要支給額を退職給付債務とする方法を適用できる。

退職給付引当金を計上する

1. 確定給付型退職給付債務の計算方法―簡便的方法

中小企業退職金共済制度、特定退職金共済制度及び確定拠出型年金制度を採用してい
る場合は、毎期の掛金を費用処理する。

掛金を費用に計上する

2. 中小企業退職金共済制度等の会計処理

名　　称 制度の内容 メリット

中小企業退職金
共済制度

中小企業のための国の退職金制度で、事業主が中小企業退
職金共済と退職金共済契約を結び、掛金は全額事業主負担、
従業員が退職したとき退職金が直接支払われます。

国の制度ですから安心・確実で
あると共に掛金は全額損金とな
ります。

特定退職金
共済制度

地域の商工会議所等が国の承認を受け行っている退職金制
度で、上記と同様、掛金は全額事業主負担、従業員が退職
したとき退職金が直接支払われます。

中小企業退職金共済制度と同じ
く商工会議所等を通じて、退職
金制度が容易に確立できます。

＜「中小企業退職金共済制度」と「特定退職金共済制度」の比較＞

確定給付型退職
給付債務の計算 原則原則

簡便的方法
退職給付に係る期末の自己都合要支給額を退
職給付債務とする方法。

例外例外
原則法
一定の割引率や予想残存勤務期間を用いて計
算した金額を退職給付債務とする方法。

退職金規程がなくかつ退職金等の支払に関する合意も存在しない場合には、退職給付債務の計上は原則として不要。
3. 退職金規程がなく、退職金等の支払に関する合意も存在しない場合
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会計処理・表示のポイント!

� 税金費用・税金債務

税　目 会計処理 表示箇所

①法人税、住民税及び事業税

発生基準により当期で負担すべき金
額に相当する金額を計上

損益計算書の「税引前当期純利益（損
失）」の次に「法人税、住民税及び事
業税」として表示

事業年度の末日時点における未納付
の税額を計上

貸借対照表の流動負債に「未払法人
税等」として表示

事業年度の末日時点における還付を
受けるべき税額を計上

貸借対照表の流動資産に「未収還付
法人税等」として表示

更正、決定等により追徴税額及び還
付税額が生じた場合で、その金額に
重要性がある場合に計上

損益計算書の「法人税、住民税及び
事業税」の次に、その内容を示す適
当な名称で表示

②源泉所得税等
受取配当や利子に関する源泉所得税
のうち、法人税法及び地方税法上の
税額控除の適用を受ける金額を計上

損益計算書の「法人税、住民税及び
事業税」に含めて表示

③消費税等（地方消費税を含む）
原則として税抜方式を適用し、事業
年度の末日における未払消費税等（未
収消費税等）を計上

原則として「未払金（未収入金）」と
して表示
ただし、その金額の重要性が高い場
合は、「未払消費税等（未収消費税等）」
として別に表示

・法人税、住民税及び事業税に関しては、現金基準ではなく、発生基準により、当期に負
担すべき金額に相当する額を損益計算書に計上する。

・法人税、住民税及び事業税の未納付額は、相当額を流動負債に計上する。

税金費用・税金債務は、納付の有無を問わず当期の費用・債務として計上します

A. 税金費用とは、当期の利益に関連する金額を課税標準として課される法人税、住民税及び
事業税の他、源泉所得税、消費税等の租税公課勘定以外のものをいいます。このうち、決
算期末までに未納付の部分を税金債務といいます。

Q20. 「税金費用・税金債務」は、どのように取り扱うのですか？

税金費用は当期の経営成績の結果として発生するわけですから、実際に支払う翌期に
計上（現金基準）するのではなく、当期に計上（発生基準）するのが当期の正しい経営
成績を表すことになります。その際、実際に支払っていない部分（税金債務）につい
ては、当期に債務として計上します。

ワ
ン

ポ

イントアドバ
イ

ス
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を計算するからミ
スマッチを起こし
てしまうって聞い
たことがあるよ

そう、だからこ
のミスマッチを
解消するために、
法人税等調整額
で調整を行って会
計の考え方に合
わせることが大
切なの

なぜ 税効果会

計を行わなけ

れ ば ならない

のかなあ？

一時差異には次の２通りがあります。

＜将来減算一時差異＞
一時差異が解消する期の課税所得を
減額する効果を持つ
（例）	未払事業税、賞与引当金、損金不算入の減損

損失等

法定実効
税率

繰延税金
資産× ＝

＜将来加算一時差異＞
一時差異が解消する期の課税所得を
増額する効果を持つ
（例）	その他利益剰余金において処理される圧縮記

帳、純資産の部に直接計上されるその他有価証
券評価差額金（評価差益）等

法定実効
税率

繰延税金
負債× ＝

税効果会計による損益計算書の例!

� 税効果会計

税効果会計で、会計と税法の認識時期のズレによって生じた差異を調整します

A. 会計上の収益・費用の認識時期と、税法上の益金（収益）・損金（費用）の認識時期には差異があり
ます。法人税額の計算は税法に沿って計算されていますので、この差異を調整して税引前当期
純利益と法人税等を合理的に対応させることを目的とする会計手続を税効果会計といいます。

Q21 . 「税効果会計」は、どのように取り扱うのですか？

一時差異について

・税効果会計の適用に当たり、一時差異（会計上の簿価と税務上の簿価との差額）の金額
に重要性がない場合には、繰延税金資産又は繰延税金負債を計上しないことができる。

・繰延税金資産については、回収可能性があると判断できる金額を計上する。回収可能
性の判断は、収益力に基づく課税所得の十分性に基づいて、厳格かつ慎重に行わなけ
ればならない。

一時差異の金額に重要性がない場合には、繰延税金資産又は繰延税金負債を計上しないことが認
められ、また、繰延税金資産の計上については、回収可能性を慎重に判断しなければなりません。

ワ
ン

ポ

イントアドバ
イ

ス
損益計算書

売上高 ○○○○
売上原価 ○○○○
■売上総利益 △△△△
販売費及び一般管理費 ○○○○
■営業利益 △△△△
　営業外収益 ○○○○
　営業外費用 ○○○○
■経常利益 △△△△
　特別利益 ○○○○
　特別損失 ○○○○
■税引前当期純利益（会計の考え方で計算） △△△△
　法人税、住民税及び事業税等（税法の考え方で計算） △△△△
　法人税等調整額（会計の考え方に合わせて税金を修正） △△△△
■当期純利益（会計の考え方に修正される） △△△△

税効果会計の適用 原則原則 計上する。 例外例外 一時差異の金額に重要性がない場合は、税効果
会計は不要。
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繰延税金資産の回収可能性については、会社の過去の業績等を主たる判断基準として、将来の収益力を見積り、将来減算一時差
異等がどの程度回収されるのかを、以下のそれぞれの例示区分に応じて判定することになります。

＜回収可能性の判定フローチャート＞

繰延税金資産は会計上、費用として当期にすでに計上しましたが、税務上の損金（経費）算入が翌期（以降）にずれる場合等に（一
時差異）、翌期（以降）に税務上の損金（経費）算入が実現すると、会計上の利益より税金が減少するため、その減税効果を先
に見込んで計上するものです。

繰延税金資産の回収可能性の判断基準について

期末における将来減算一時差異を上回る課税所得を当期及び過去３年以上計上して
いるか

回収可能性はない

業績は安定しており、将来も
安定が見込まれるか

将来減算一時差異の合計額が過去３年間の課税
所得の合計額の範囲内か

過去連続して重要な税務上
の欠損金を計上しているか

スケジューリング
は行っているか

合理的なスケジューリ
ングによる課税所得
の範囲内か

回
収
可
能
性
が
あ
る

Yes
No

No

Yes

Yes No No

No

Yes

Yes

Yes

No

税効果会計による計算と、税法を適用した課税所得計算では、法人税額等の金額が異なります。
税効果会計と課税所得計算の税額の違いについて

（単位：万円）

X１期
X２期

ケース１ ケース２
経常利益 1,000 800 100

特別利益 0 0 0
特別損失 500 0 0

税引前当期純利益 500 800 100
法人税、住民税及び事業税等 400 120 0
法人税等調整額 △ 200 200 200

当期純利益 300 480 △ 100

（単位：万円）

X１期
X２期

ケース１ ケース２
税引前当期純利益（損益計算書上の金額） 500 800 100

課税所得計算での加算（損金不算入） 500 0 0
課税所得計算での減算（損金算入） 0 500 500

課税所得 1,000 300 △ 400
法人税額等 400 120 0
（注）上記の表はわかりやすく説明したものです。

（注1） X１期で特別損失として計上した商品評価損500万円は、X１期では税務否認され（法人税額等の税務計算上加算調整、将来減算一時差異に該当）、X２期で評価損を計上していた商
品を売却したことにより是認（法人税額等の税務計算上減算調整、将来減算一時差異の解消）。

（注2）法定実効税率は40％と仮定。
（注3）繰延税金資産は200万円（＝税務否認額500万円×法定実効税率40％）

＜税効果会計を適用した損益計算書＞ ＜課税所得と法人税額等の計算（税務申告調整）＞

課税所得計算での法人税額等（実際の税金支払額）は、X1期は400万円、X2期はケース1の場合120万円、ケース２の場合0円です
が、会計上の法人税等の金額（「法人税、住民税及び事業税等」に「法人税等調整額」を加えた金額）はX1期は200万円、X2期はケース
1の場合320万円、ケース2の場合200万円となり、法人税額等（実際の税金支払額）と会計上の法人税等の金額が異なるので、注意が
必要です。

●回収可能性がある場合（X2期ケース1の場合）
X2期ケース1の場合は、課税所得は300万円（税引前当期純利益800万円、商品評価損500万円は申告調整で減算）で、法
人税額等は120万円になります。税引前当期純利益が800万円なので、本来なら法人税額等は320万円（＝税引前当期純
利益800万円×法定実効税率40％）となりますが、X1期で加算された商品評価損500万円がX2期の申告調整で減算さ
れ、X2期で200万円の税額支払いが抑制されたことになります。X1期に繰延税金資産として計上した200万円は、X2期
に税金の支払額が軽減されたことで回収できた状態となっています。
●回収可能性がない場合（X2期ケース2の場合）
X2期ケース2の場合は、課税所得は△400万円（税引前当期純利益100万円、商品評価損500万円は申告調整で減算）で、
法人税額等はゼロになります。税引前当期純利益が100万円なので、本来なら法人税額等は40万円（＝税引前当期純利益
100万円×法定実効税率40％）となりますが、X1期で加算された商品評価損500万円がX2期の申告調整で減算される
ことにより、X2期で40万円の税額支払いが抑制されたことになります。しかし、X1期に繰延税金資産として計上した
200万円に対して、X2期の税金支払額の軽減効果が十分ではないため、回収可能性がない状態となっています。
●結論
X2期ケース2のように将来減算一時差異に対して将来の課税所得が十分に発生しない状態が見込まれる場合には、将来の
税金負担の軽減効果があるとは言えず、繰延税金資産は資産性がないものとして計上できません。実際に税金の還付を受
ける訳ではないので、将来減算一時差異を上回る課税所得を計上できるのかどうかを慎重に検証しなければなりません。

注
意

解　
　
　

説
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純資産の部の区分表示!

� 純資産

純資産の部は、次のように区分表示されます。

（注）このうち、主に株主資本の変動を示すのが、株主資本等変動計算書（13ページ参照）になります。

純資産とは、資産の部の合計額から負債の部の合計額を控除した額です

A. 純資産は、貸借対照表上で負債と共に貸方に記載され、出資者（株主）に帰属すること
が明確な株主資本と、株主資本以外の項目に区分されます。株主資本は、さらに資本金
に属するものと剰余金に属するものに区分され、株主資本以外の項目は、さらに評価・
換算差額等と新株予約権に区分されます。

Q22 . 「純資産」は、どのように取り扱うのですか？

・純資産の部は、株主資本、株主資本以外の各項目に区分する。
・株主資本は、資本金、資本剰余金、利益剰余金に区分する。
・資本剰余金は、資本準備金、その他資本剰余金に区分する。
・利益剰余金は、利益準備金、その他利益剰余金に区分する。
・その他利益剰余金は、株主総会又は取締役会の決議に基づき設定される項目は、その

内容を示す項目に区分し、それ以外は繰越利益剰余金に区分する。
・株主資本以外の各項目は、評価・換算差額等、新株予約権に区分する。
・期末に保有する自己株式は、株主資本の末尾において控除形式により表示する。
・純資産の部の一会計期間における変動額のうち、主として、株主資本の各項目の変動

事由を報告するために株主資本等変動計算書を作成する。
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会 計 参 与

取締役会（取締役） 会計参与

株主総会（株主）

計算書類を共同して作成

報告、説明

総会決議事項付議
業務報告

任命

計算書類の
開示

任命
権限委譲
議事録自由閲覧

Dr.Kのワンポイント解説

「会計参与制度」
取締役と共同して、計算書類の作成・説明・開示等を行う会社内部の機関です。会計参与の
設置は任意であり、決算書の信頼性を向上させる役割が期待されています。
詳しい内容は下記の表を見ていきましょう。

項 目 内　　　　　容

設 置 任意であるが、設置した場合は、その旨及び氏名又は名称の登記が必要。

職 務 ①計算書類の作成、②株主総会における説明、③計算書類の保存（5年間）
④計算書類の株主・債権者への開示、⑤その他

資 格 公認会計士（監査法人を含む）又は税理士（税理士法人を含む）

兼 任 禁 止 会社又は子会社の取締役、執行役、監査役、会計監査人等と兼任することはできな
い。ただし、会社の顧問税理士が会計参与となることは可能。

選 任 方 法 株主総会で選任（員数の制限はなし）

任期・報酬 取締役と同様の規律を適用。

責 任

社外取締役と同様の責任を負う。
①会社に対する過失責任、株主代表訴訟の対象
　 ただし、損害賠償額については、株主総会の決議など一定の条件を満たせば、 

報酬の2年分までに制限することが可能。
②第三者に対する重過失責任

上の図にあるよう
に、税理士又は公認
会計士が経営者と
共同で計算書類（決
算書）を作成する
ことをいい
ます

計算書類を共同で作
成すると、どんなメリ
ットがあるの？具体
的にはどんなこと？

本指針に基づいて作成されたもの
だから、社会的信頼が高くなるの。
経営者自らが企業の経営状態を把
握できて、その結果、適切な経営管

理ができるようになる
のよ。金融機関や取
引先から信頼を得
られて、資金調達や
販路の開拓がしや
すくなります

カイちゃん、会
計参与制度の
意義ってなあ

に？
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「収益」「費用」「資産」の関係!

� 収益・費用の計上

収益・費用の計上をする際には、下記の点をチェックしながら行おう。
□ 売上高の計上基準は継続して適用されていますか？
□ 売上高はもれなく計上されていますか？
□ 売上高に対応する売上原価がもれなく計上されていますか？
□ 仕入高の計上基準は継続して適用されていますか？
□ 当期に属する費用はもれなく計上されていますか？
□ 経過勘定は適正に処理されていますか？
□ 営業外収益・営業外費用はもれなく計上されていますか？
□ 特別損失・特別利益はもれなく計上されていますか？

収益・費用の会
計処理はこんな
ことに気をつけ
てみてね

収益及び費用は、それぞれの認識基準に基づいて適正に計上しなければなりません

A. 会社の主たる営業活動やその他の活動（減資などの資本取引を除く）の結果としてもたらされる純
資産の増加分が収益であり、純資産の減少分が費用です。

Q23 . 「収益・費用の計上」は、どのように取り扱うのですか？

・収益及び費用については、一会計期間に属するすべての収益とこれに対応するすべて
の費用を計上する。

・原則として、収益については実現主義により認識し、費用については発生主義により認
識する。

損益計算書

費用（発生主義）
収益（実現主義）

一期間に対応するすべての費用を計上する 一期間に対応するすべての収益を計上する

費用収益対応の原則

＜対応関係の違いで2つに分けられる＞
個別的対応： 費用と収益が、商品や製品を媒介として直接的に対応すること 

（例：売上高と売上原価の関係）　 
⇒ モノを基準に対応関係を考える

期間的対応： 費用と収益が、会計期間を媒介として間接的に対応すること 
（例：売上高と一般管理費の関係。固定資産の減価償却費） 
⇒ 時間を基準に対応関係を考える

収益及び費用は、それぞれの認識基準に基づいて（原則として収益は実現主義、費用は発生主義）
適正な期間に計上し、一会計期間に属するすべての収益と、これに対応するすべての費用を計上す
る必要があります（費用収益対応の原則）。

ワ
ン

ポ

イントアドバ
イ

ス

工事契約の
収益認識方法 原則原則 工事進行基準。 例外例外 成果の確実性（工事収益総額、工事原価総額、決算日における工事

進捗度）が認められない場合は、工事完成基準。
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原則として、収益については実現主義により認識します。収益は、商品等の販売や役務の給付に基づき認識さ
れ、企業は、各取引の実態に応じて、販売の事実を認識する時点を選択しなければなりません。商品等の販売
や役務の給付に基づく収益認識基準には、出荷基準、引渡基準、検収基準等があります。

（１）一般的な販売契約における収益認識基準
区　分 収益認識日

出荷基準 製品、商品等を出荷した時点

引渡基準 製品、商品等を得意先に引き渡した時点

検収基準 得意先が製品等の検収をした時点

上記のほか、輸出を伴う場合には、船積基準、通関基準等があります。

（２）特殊な販売契約における収益認識基準
区　分 収益認識日等

委託販売
受託者が委託品を販売した日（仕切精算書又は売上計算書に記録）。ただし、販売のつ
ど送付されている場合には、当該仕切精算書が到達した日をもって売上収益の実現の日
とみなすことができる。

試用販売 得意先が買取りの意思を表示したとき。

予約販売 予約金受取額のうち、事業年度の末日までに商品の引渡し又は役務の給付が完了した
分。残額は貸借対照表の負債の部に記載して次期以降に繰り延べる。

割賦販売 原則として、商品等を引き渡した日。ただし、割賦金の回収期限の到来の日又は割賦金の
入金の日とすることができる。

（３）その他
区　分 収益認識方法

工事契約
（受注制作の
ソフトウェア

を含む）

工事の進行途上においても、その進捗部分について成果の確実性が認められる場合には
工事進行基準を適用し、この要件を満たさない場合には工事完成基準を適用する。
成果の確実性が認められるためには、次の各要素について、信頼性をもって見積もること
ができなければならない。
（１）工事収益総額
（２）工事原価総額
（３）決算日における工事進捗度

 ★ココがポイント
昨年の改正から、従来の建築工事等だけでなく、制作期間並びに金額が大規模な「受注制作のソフトウェア」も対象
の範囲となります。
また、従来は計上基準については工事進行基準と工事完成基準の選択適用が認められていましたが、改正により上記
の３要件を適正に見積もることができる場合のみ工事進行基準を適用することとし、見積もることができない場合に
は、工事完成基準を適用することとなります。

費用認識基準を知ろう
原則として、費用については発生主義により認識します。費用は、その支出（将来支出するものを含む）に基づい
た金額を、その性質により収益に対応（個別対応又は期間対応）させ、その発生した期間に正しく計上します。

収益認識基準を知ろう
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リース取引で問題とな

るのは、ファイナンス・

リース取引のうち所有

権移転外ファイナン

ス・リース取引です

� リース取引

リース取引の区分!
①	中途解約できない（これに準ずるものも含む）
②		フルペイアウト（ａ．物件を所有しているのと同様に、リー
ス物件からもたらされる経済的利益を実質的に享受するこ
とができ、かつ、ｂ．リース物件の使用に伴って生じるコ
スト（（取得費、資金コスト、固定資産税、保険料、管理
費用等））を実質的に負担することとなるリース取引）

上記①、②を満たすリース取引をファイナンス・リース取引とい
い、それ以外をオペレーティング・リース取引としています。

リース取引は割賦購入（買った場合）とも、レンタル（借りている場合）とも違います

A. リース取引とは、特定の物件の所有者である貸手が、当該物件の使用者である借手に対し、合意
された期間（リース期間）にわたり、これを使用収益する権利を与え、借手は、合意された使用
料（リース料）を貸手に支払う取引をいいます。

Q24. 「リース取引」は、どのように取り扱うのですか？

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る借手は、通常の売買取引に係る方法に準じ
て会計処理を行う。ただし、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うこと
ができる。この場合は、未経過リース料を注記する。

所有権移転ファイナンス･リース取引（従来どおり売買取引）

ファイナンス・リース取引

次のいずれかに該当
① 所有権移転条項付リース
② 割安購入選択権付リース
③ 特別仕様のリース

所有権移転外
ファイナンス･リース取引

リース取引の条件

次のいずれも満たすリース取引
① 中途解約不能（事実上中途解約不能も含む）
② フルペイアウト（ほとんどすべてのコストを負担する）

オペレーティング･
リース取引

（従来どおり賃貸借取引）

Yes

No

No

Yes

リース取引の区分は次のようになります。

所有権移転外ファイナンス・ 
リース取引の会計処理

原則原則 売買取引に係る方法
に準じた会計処理。 例外例外 賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理

を行い、未経過リース料を注記。
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カイちゃん、

リース取引について

もう少し詳しく教えて

ほしいんだけど……

それはリー
ス料として
経理処理が
できなくな
る っ て こ
と？

ううん、違うの。「リース

会計基準」に関しては、

中小企業は任意適用で

強制されないのよ。だか

ら会計上は、今までどお

りのリース料で経費処

理することもできます

そうね、でも、会計上でリース料として
経費処理した場合は、税務上では「減

価償却費」とみなしてくれるわよ。リース
料として損金経理をした金額が、リース
期間定額法によって計算される償却限
度額と同額であれば、法人税申告書別

表十六（四）を添付する必要もないの

それなら、

中小企業は

従来どおりの

会計処理で

できるんだね。

ホッ

「リース会計基準」の改正

で、所有権移転外ファイナン

ス・リース取引は、平成20年４月以

降に締結する取引から「売買取

引」で経理処理することに

なったんです

でも、税務
上は中小企業
も「売買取引」
になったん

だよね

法人税法上の取り扱い!
法人税法上は、すべての所有権移転外ファイナンス・リース取引
は売買として取り扱われ、賃借人がリース料（賃借料）として経
理処理をした場合においても、その金額は償却費として経理処
理をしたものとされます。

（注1）  リース資産の取得価額は、通常リース料の総額となります。ただし、法人がその一部を利息相当額とし
て区分した場合には、その区分した利息相当額を控除した金額となります。

（注2）  残価保証額とは、リース期間終了の時に、リース資産の処分価額がリース取引に係る契約において定め
られている保証額に満たない場合に、その満たない部分の金額を当該取引に係る賃借人が、その賃貸人
に支払うこととされている場合における、当該保証額をいいます。

（注3）  賃借人がリース料（賃借料）として経理処理をしたとしても、リース料がリース期間の経過に比例して発
生するものであれば、会計上、賃貸借処理をしたとしても、原則として、申告調整は不要となります。
また、この場合には、法人税申告書別表十六「減価償却資産に係る償却額の計算に関する明細書」へ
の記載も不要とされています。

＜リース期間定額法＞

通常、賃借人である法

人が取得したものとさ

れる「リース資産」につ

いては、「リース期間定

額法」によって償却限

度額を計算するの

その事業年度における
リース期間の月数

リース期間の月数
（リース資産の取得価額－残価保証額）×償却限度額 ＝
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外貨建取引は、原則として、当該取引発生時の為替相場による円換算額をもって記
録し、決算時には、決算時の為替相場で円換算します

A. 外貨建取引とは、売買価額その他取引価額が外国通貨で表示されている取引をいい、物品の売
買又は役務の授受、資金の借入又は貸付、社債の発行、前渡金、仮払金の支払又は前受金、借受
金の受入、デリバティブ取引等が含まれます。

Q25 . 「外貨建取引等」は、どのように取り扱うのですか？

� 外貨建取引等

換算差額及び決済差損益は、原則として、営業外損益の部において当期の為替差損益として処理します。ただ
し、有価証券を時価で計上した場合の評価差額に含まれる換算差額は、当該評価差額に関する処理方法に従
います。

＜換算差額の処理について＞

会計上の換算方法と法人税法上の換算方法の相違については、外貨建その他有価証券を除き、換算方法等を
税務署長に届け出ることにより、取扱いを一致させることができます。次の表で区分を見ていきましょう。

＜会計処理と法人税法上の取り扱い＞

外貨建資産等の区分 会計上の換算方法 法人税法上の換算方法
外国通貨

決算時の為替相場により換算

期末時換算法

外
貨
預
金

短期外貨預金 期末時換算法（法定換算方法）
又は発生時換算法

上記以外のもの 期末時換算法又は発生時換算
法（法定換算方法）

外
貨
建
債
権
債
務

短期外貨建債権債務 決算時の為替相場により換算（ただし、旧
商法による転換社債については、発行時
の為替相場）

期末時換算法（法定換算方法）
又は発生時換算法

上記以外のもの 発生時換算法（法定換算方法）
又は期末時換算法

外
貨
建
有
価
証
券

売買目的有価証券 期末時価を決算時の為替相場により換算 期末時換算法

売
買
目
的
外
有
価
証
券

償還期限及び償還
金額のあるもの
（満期保有目的）

取得原価又は償却原価を決算時の為替相
場により換算

発生時換算法（法定換算方法）
又は期末時換算法償還期限及び償還

金額のあるもの
（満期保有目的外）（※）

期末時価を決算時の為替相場により換算
（原則：換算差額は純資産の部に計上、
例外：換算差額は当期の損益）

償還期限及び償還
金額のないもの
（株式）（※）

期末時価を決算時の為替相場により換算
（換算差額は純資産の部に計上）

発生時換算法
子会社株式及び
関連会社株式 取得原価を取得時の為替相場により換算

※会計上は「その他有価証券」です。

・ 外貨建取引は、原則として、当該取引発生時の為替相場による円換算額をもって記録する。
・外国通貨については、決算時の為替相場による円換算額を付す。
・ 外貨建金銭債権債務（外貨預金を含む。）については、決算時の為替相場による円換算

額を付す。ただし、長期のもの（１年超のもの）について重要性がない場合には、取得時
の為替相場による円換算額を付すことができる。

・ 外貨建売買目的有価証券、その他有価証券（時価のないものを含む。）及び評価損を計
上した有価証券については、時価（その他有価証券のうち時価のないものについては取
得原価）を決算時の為替相場により円換算した額を付す。

外貨建金銭債権債務 原則原則 決算時の為替相場による
円換算額を付す。 例外例外 長期のもの（１年超のもの）について、重要性がない場合に

は、取得時の為替相場による円換算額を付すことができる。
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企業結合を

する場合に、

注意する点は

何だろう？

組織再編の形式にかかわらず、会計
上、「取得」「共同支配企業の形成」

「共通支配下の取引等」に分類されます。
そして、「取得」に分類されたものは原則
時価（要件を満たす場合、帳簿価額）で
処理をし、「取得」以外の場合には、帳簿
価額で処理することが一番気をつけ

なきゃいけないところよ

会計上は、分離元企業にとって、移転した事業に対する投資が継
続されているか、それとも清算されたのかによって、適用すべき会計

処理が決まるの。
投資が継続している場合とは、例えば元の会社が分離した会社の株
式だけを受け取っており、その株式が要するに子会社株式や関連会
社株式に該当する場合があるの。この場合、帳簿価額で算定し、移
転損益は発生しないのよ。
清算された場合とは、例えば元の会社が受け取った対価が現金等
の財産である場合があるの。この場合、時価で評価し、移転した事

業の適正な帳簿価額との差額が移転損益として計上されるわ。

カイちゃん、
じゃあ、

事業分離する場合の
注意点は？

企業結合会計及び事業分離会計に分けて考えます

A. 組織再編とは、「合併」、「会社分割」、「事業譲渡」、「株式交換」、「株式移転」といった
手法を使い、ある企業が他の企業を吸収したり、ある企業の一部門を分割してひとつの会
社にしたりすることをいいます。会計上は、ある事業（または企業）と他の事業（または企
業）とがひとつの報告単位に統合される企業結合と、ある企業のひとつの事業を分離して
他の企業に移転させる事業分離に分けて考えます。

Q26. 「組織再編の会計」は、どのように取り扱うのですか？

� 組織再編の会計

企業結合会計!

事業分離会計!

・  企業結合が行われた場合、結合企業に適用すべき会計処理は、企業結合の会計上の分
類に基づき決定される。会計上の分類は、取得（一方の会社が他の会社を支配したと
認められる企業結合）、共同支配企業の形成（共同支配となる企業結合）及び共通支配
下の取引等（親会社と子会社、あるいは子会社と子会社の企業結合などグループ内の
組織再編）である。

・  結合企業が被結合企業から受け入れる資産及び負債は、企業結合が取得と判定された
場合には時価を付し、それ以外の場合には被結合企業の適正な帳簿価額を付すことに
なる。時価を付すべき場合にも、一定の要件を満たす場合には、被結合企業の適正な
帳簿価額によることができる。

・  事業分離が行われた場合、分離元企業に適用すべき会計処理は、分離元企業にとって
移転した事業に対する投資が継続しているかどうかに基づき決定される。

・  投資が継続している場合（受取対価が株式のみで、その株式が子会社株式又は関連会
社株式に該当する場合）には、損益は発生せず、投資が清算された場合（受取対価が現
金の場合など）には、原則として、移転損益が発生する。

改 正
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ュ・フロー計算書の作成は要求され
ないけど、経営者の人たちが会社の
経営実態を正確に把握したり、金融
機関や取引先からの信頼性向上のた
めにも、キャッシュ・フロー計算書を
つくることは望ましいことなのよ

近年は、インタ

－ネットで決算

を公開する会

社も増えてきて

いるのよ

インターネットでの
手続きを見ると、私
にもできそうだ。早
速、今年からチャレ
ンジしてみよう！

57ページに
詳しくキャッシ

ュ・フロー計算書
のことが書いて

あるんだね

株式会社は会社の決算を公開しなければなりません

A. 決算公告とは会社法の規定に基づき、決算内容に関する情報を債権者や投資家などに広
く知らしめるために開示することをいいます。特例有限会社を除くすべての株式会社は定
時株主総会の終結後、遅滞なく定款に定めた公告方法（官報、時事に関する日刊新聞紙、
またはインターネット上に開示する）を用いて開示します。

Q27. 「決算公告」は、どのように取り扱うのですか？

� 決算公告

決算公告の方法!
公告・公開の方法 公告・公開する決算書

官報又は日刊新聞紙 貸借対照表の要旨

インターネットによる公開 貸借対照表そのもの（5年間公開）

インターネット上への公開の具体的な手続きとキャッシュ・フロー計算書の取扱い

①	定時株主総会における計算書類の承認。
②	貸借対照表を画像処理してホームページに掲載。
③	公告方法及び公告ホームページアドレスの登記。

（注）なお、一度掲載した貸借対照表は５年間継続して掲載します。

・  貸借対照表は公告しなければならない。
・  公告方法が官報又は時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙である株式会社は、貸借

対照表に記載され又は記録された情報を電磁的方法により公開することができる。そ
の場合は、その要旨ではなく、貸借対照表そのものを開示する必要がある。
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土壌汚染にかかる原状回復費用等を事前に負債計上する債務です

A. 会社で土地や建物を有しているケースは多々見受けられます。もしこれらの建物がアスベ
ストを含んでいる場合や、工場等で土壌汚染が認められる場合は法令等でこれらを除去
又は改良することが義務付けられています。
これら建物を解体する際や土地を改良する際などに、法令上の義務が生じる場合や、将来
土地を売却する際は汚染した土地を原状回復しなくてはいけないなどの契約上の定めが
ある場合は、これらの義務に対して発生する費用、つまりアスベストの撤去処分費用や土
壌汚染にかかる原状回復費等を資産除去債務として、事前に負債計上する必要が出てくる
のです。これら債務を資産除去債務といっています。

Q28. 「資産除去債務」は、どのように取り扱うのですか？

� 資産除去債務

中小企業における取り扱い!

・  有形固定資産の取得、建設、開発又は通常の使用によって生じるその有形固定資産の
除去に関する法律上の義務及びこれに準ずるものは、会社法上、資産除去債務として
負債の部に計上しなければならない。

・  企業会計においても「資産除去債務に関する会計基準」が公表されており、原則として
平成22年４月１日以後開始する事業年度から適用されている。

・  本指針における資産除去債務の取り扱いについては、今後の我が国における企業会計
慣行の成熟を踏まえつつ、引き続き検討することとする。

「資産除去債務に関する会計基準」は、平成22年４月１日以降開始する事業年度から適用されていますが、
これらは大企業向けの会計基準であり、現段階では中小企業には義務付けされていません。本指針において
も今後の検討事項という位置づけになっており、任意適用となっています。

資産除去債務かぁ

・ 石綿障害予防規則
等で規定されてい
るアスベスト建材
の除去

・ PCB廃棄物の適正
な処理の推進に関
する特別措置法で
規 定 さ れ て い る
PCBの適切な処理

・ 土壌汚染対策法で
規定されている特
定施設廃止時の調
査

・ 借地の場合の原状
回復義務　など

現在、日本の国内
法において法令上
要求される義務と
しては、左のよう
なものがあるの。

今後の
検討事項
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Dr.Kのワンポイント解説

「IFRS（国際財務報告基準）」
IFRSは、「International Financial Reporting Standards」の略。ロンドンに本部を置
く民間の会計基準設定主体であるIASB（国際会計基準審査会：International 
Accounting Standards Board）によって定められる会計基準で、投資家の意思決定に
有用な情報提供を目的に開発されました。
IFRSの主な特徴は、「原則主義」、「資産・負債アプローチ」などがあります。
平成17年からEU域内の上場企業の連結財務諸表に対して強制適用が開始され、現在は
100カ国以上で適用が強制もしくは許容されています。

日本基準 IFRS

上場企業については、平成22年３月期からのIFRSの任意適用が開始となりました。強制適用は平成
27年か平成28年としており、その判断については平成24年を目処に行われます。

上場企業における取り扱い

日本基準とIFRSの違いとは？

利害関係者全般を意識
・債権者や国なども対象として考慮
・ 会社法や税法も配慮（ex.減価償却

の耐用年数は税法基準を用いるこ
とができる）

投資家を最重視
・ 株主や企業売買等の投資家に

有用な情報を重視
・ 会社法や税法の制約から独立
（ex.減価償却の耐用年数は企
業が独自に見積り）

原則主義
・原則のみを示し、詳細な規則はない
・ 企業ごとに原則を解釈・判断し、

根拠は注記で説明

細則主義
・詳細に規則化
・数値基準を設定

資産・負債アプローチ
・ ２期間のB／S差額（包括利益※）

を重視

収益・費用アプローチ
・一期間に稼いだ純利益を重視

中小企業を含む非上場の会社に対するIFRSの強制適用は、将来的にも全く想定されていません。
ただし、大企業向けの会計がIFRSに近づくことによって、中小企業の会計にも影響が及ぶことがあり
ます。

中小企業（非上場企業）における取り扱い

※ 「包括利益」＝「当期純利益」＋「その他の包括利益（土
地有価証券などの未実現損益）」
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「中小企業の会計に関する指針」を
事業に活かそうⅢ

決算書をどの

ように活用していっ

たらよいだろう？カイち

ゃん教えて

本指針に拠っ

た決算書を提出し

た中小企業に対する

融資の条件が、優遇

される商品もあ

るの？

全 国 の 信 用

保証協会では、

本指針に拠った決

算書が保証料割引

の要件となって

いるのよ

こんなメリットがある！!

決算書で自社の状態を把握でき、健全な経営がしやすくなります

A. 決算書のしくみを理解して、自社の状態を把握し分析することで、経営者としての判断が適
確になります。また経営分析を行うことで、さらに会社の現状への理解が深まります。過剰
な設備投資や借入などが、事業を圧迫してしまうことも多く見受けられるため、自社の財
務状態を再度見直し、目標（将来・明日）を見据えた舵取りのために決算書を役立てましょう。

Q29. 決算書の有効活用が会社を元気にするって本当ですか？

� 決算書の活用法

日々の経営判断と経営改善のた
め、是非会計ツール集を活用して
みましょう

決算書には会社の状

態を把握するヒントが隠されて

います。会社の状態を正しく把握する

ために、決算書を活用して経営分析を

行えば、より一層会社の状態を理

解することができるのよ

これらの経営分
析の指標を社内
で共有すること
もできるなあ

はい。会社の状態を社内で
共有することで、社員の意識も高ま

り社内の協力も得やすくなります。ま
た、経営者仲間や取引先の協力も得

やすくなるかもしれないですね
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さまざまな側面から会社の状態を把握しよう

A. ここでは、会社の経営分析をする上で、大きく４つの側面から会社を捉えて、それぞれ１つ
ずつの代表的な経営指標を紹介します。

Q30. 経営分析は、どのように行えばいいですか？

� 経営分析

収 益 性： 会社が成長・発展していくために必要な収益を
獲得できているか。

効 率 性： 会社に投下された経営資源が、どれだけ効率よ
く使われているか。

安 全 性： 会社の財務状態がどのような構造で、どの程度
安定しているか。

借入余力： 会社がどのくらい借入する余力を有しているか。

＜経営分析のレーダーチャート＞
すべての側面で高水準を目指しましょう。

効率性 安全性

収益性

借入余力

■会社の収益性を知る➡売上高営業利益率
売上高に占める営業利益の割合で、会社が本業で儲ける力を表す指標です。いくら売上が増加しても、営業利
益が増加しなければ良い経営とはいえません。この比率が高いほど、会社の稼ぐ力が高いと判断できます。

損 益 計 算 書
売上高
【　　　】営業利益【　　　　】

売上高営業利益率＝
営業利益【　　】
売上高【　　】

×１００≒【　　】％

確認!コ

コで

経営分析は会社に

とってどういう意

味があるのかな？

会社の経営者はある一面だ

けを追い求めるのではなく、色々な

側面から会社を捉えることが大事です。

たとえば、売上がいくら大きくても、利

益が少なくては良い会社とはいい

きれないんですよ

そうです。何かに偏るのでは

なく、あらゆる方面に目を配れる経営

が大事なのよ。

まずは、次の4つの側面から会社の経

営指標を算出してみましょう

ダウン
 ロード
ダウン
 ロード

代表的な経営指標!

バランスが大事と

いうことかな？
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■会社の安全性を知る➡自己資本比率

自己資本の総資産に対する割合であり、会社の財務体質が安定しているかどうかを表す指標として、銀行の融
資審査などで頻繁に使われます。この比率が高いほど会社の財務の安全性は高いと判断できます。

貸 借 対 照 表

総資産

【　　　　　　】
負	債

純資産(自己資本)【　　　　】

自己資本比率＝
純資産(自己資本)【　　　　　】

総資産【　　　　　】 ×１００≒【　　　　】％

確認!コ

コで

ダウン
 ロード
ダウン
 ロード

■会社の借入余力を知る➡借入金月商倍率

有利子負債（短期借入金、長期借入金、社債）が1カ月の売上高の何倍あるかを表し、借入する余力があるか
を示す指標として、銀行の融資審査などで使われます。この倍率が低いほど会社の借入する余力が高いと判
断できます。

確認!コ

コで

ダウン
 ロード
ダウン
 ロード

■会社の効率性を知る➡総資本回転率

総資本（負債＋自己資本＝総資本→総資産と同じ）が売上という形で、何回１年間で回収されたかを表す指標
です。少ない資産で売上を増加させることが目標であり、この数字が大きいほど効率的な経営が行われている
と判断できます。

貸 借 対 照 表 損 益 計 算 書

総資産

【　　　　　　】
負	債 費	用 売上高

【　　　　　　】純資産(自己資本) 利	益

総資本回転率＝
売上高【　　　　　】
総資産【　　　　　】

≒【　　　　】回

確認!コ

コで

ダウン
 ロード
ダウン
 ロード

貸 借 対 照 表

総資産

有利子負債

【　　　】

純資産（自己資本）

借入金月商倍率	＝ 長・短期借入金＋社債
売上高 ×12≒【　　　　　　】倍

損 益 計 算 書

費　用
売上高

【　　　】
利　益
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分析の結果、出て
きた数字をどの

ように活用したら
いいのかな？

この経営分析も、ただ分析して終わ

りではダメなのよ。次のことをきち

んと行ってね！
①出てきた数字を同業他社等と比較
② 自社はどこが優れていて、どこが

劣っているのかを客観的に判断
③ 優れている点をどのようにさらに

強くし、劣っている点をどのように
改善していけばよいかを検討

④実際に実行に移す！
　これが一番大切よ

次から、実際

に改善する方法

を教えるよ

自社の経営指標の数字が算出できたら、それを同業他社と比較してみましょう。

同業他社と比較することによって自社の強みと弱みを正確に把握して、それを今後の経営戦略や事業計画に	
活かすことが大事です。ここでは、「中小企業実態基本調査に基づく経営・原価指標（平成21年発行（（平
成19年度決算）））」から49～50ページに掲載した4つの経営指標の業種別平均値を抜粋しています。

 「中小企業実態基本調査に基づく経営・原価指標（平成21年発行（（平成
19年度決算）））」は、中小企業庁の「中小企業実態基本調査」の結果を加
工分析して取りまとめたものであり、約11万社の決算データを集計し、
財務上の主要な指標についてさまざまな比較を可能としたものです。

＜経営指標の業種別平均値＞
（単位：％）

売上高営業利益率
（　　）％

建設業 製造業 情報通信業 運輸業 卸売業

1.1 3.3 2.2 1.9 1.4
小売業 不動産業 飲食・宿泊業 サービス業

0.4 8.7 1.3 2.5
（単位：回）

総資本回転率
（　　）回

建設業 製造業 情報通信業 運輸業 卸売業

1.3 1.2 1.4 1.3 1.9
小売業 不動産業 飲食・宿泊業 サービス業

1.8 0.4 0.9 1.2
（単位：％）

自己資本比率
（　　）％

建設業 製造業 情報通信業 運輸業 卸売業

33.0 37.7 38.3 28.9 31.0
小売業 不動産業 飲食・宿泊業 サービス業

23.8 23.8 10.3 25.5
（単位：倍）

借入金月商倍率
（　　）倍

建設業 製造業 情報通信業 運輸業 卸売業

3.0 3.8 2.7 4.3 2.0
小売業 不動産業 飲食・宿泊業 サービス業

3.3 15.1 10.4 4.6
（出典「中小企業実態基本調査に基づく経営・原価指標（平成21年発行（（平成19年度決算）））｣（同友館）
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分析結果を基に、実行しましょう

A. 経営分析の結果、会社の問題点を把握したら、その問題を改善する必要があります。
流れとしては、下記のようになります。

Q31. 経営改善を行うには、どうすればいいですか？

� 経営改善

（単位：百万円）
損益計算書（Ｐ／Ｌ）

❶ 現状把握 ➡ 経営分析により現状を把握します。
❷ 課題抽出 ➡ 問題点を、事業や商品別、顧客別に分析し抽出します。
❸ 計画作成 ➡ 改善計画を作成します。
❹ 計画実行 ➡ 改善計画を実行します。

経営分析において、4つの側面（収益性、効率性、安全性、借入余力）から指標
を算出してみましたが、どのようにしたら、その指標が良くなるのかを考えてみま
しょう。

損益計算書を

基に考えて

みましょう

損益計算書に

ついては

11ページを見れ

ばいいんだね
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改 善点 は ありました

か？ どんな手法を採る

にしても、自社の状態を

きちんと把握した上で

行わないと、間違った方

向に進んでしまうから

気をつけないとね

収益性を上げるには1

営業利益は売上の中のどれ
くらいを占めているのか 売上高営業利益率⇨

＜売上高営業利益率を上げるためには＞

①「売上高」を増やす
②「売上原価」並びに「販売費及び一般管理費」を減少させる
上記の２通りが考えられます。

⇨
① の場合、営業努力による販売高の増加はもちろん、売上単価を上げること、得意先構
成の見直し（大口得意先による値引き等）などが考えられます。

② の場合、「売上原価」については、仕入価格及び製造原価が上昇していないかをチェ
ックします。「販売費及び一般管理費」については、会社を維持するために必要な費用（固
定費）は、本当に必要なのか？販売活動に要する費用（変動費）は売上の増加に対応し
て増加するのが普通ですが、変動費に対応した効果が出ているのか、人件費は適正か、
というところをチェックする必要があります。

売 　 上 　 原 　 価

売　上　高販売費及び一般管理費

営 　 業 　 利 　 益

販売促進費など
売上の増減により変動＝変動費

➡
下げる努力をする

販売活動に関する費用

給与・賞与など
金額は適正か余剰人員はないか

➡
見直し

人件費

家賃・光熱費など
売上に関係なくほぼ一定額必要＝固定費

➡
本当に必要かを見直す

会社を維持するための費用

売上原価と販売

費及び一般管理

費を減少させれ

ば利益率は上が

るんだね

⇨
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効率性を上げるには2

総資本はどれだけ回転してい
るのか 総資本回転率⇨

会社は資本を投下して、その資本をもとに利益を獲得します。簡単にいうと、会社がお金
を支払って商品を仕入れます。その仕入れた商品の原価に利益を上乗せして販売し、販売
代金を回収します。この一連の流れを一回転とすればその回転の回数が多ければ多いほど、
利益が多くなるといえます。したがって、総資本回転率を高めれば利益は上がるといえる
でしょう。

➡  この回転を上げるには、売上債権の回収を速やかに行うこと、棚卸資産を過剰に
持ちすぎないことなどが挙げられるでしょう。

安全性を高めるには3
自己資本比率が高い会社は、借入等に頼らずに会社を経営しているといえます。

同業の２社を比較してみましょう。

Ａ社 Ｂ社

売上高 10億円 ＝ 売上高 10億円

経常利益 1億円 ＝ 経常利益 1億円

自己資本比率 40% ＞ 自己資本比率 20%

上記の図より考えられることは、Ｂ社の方がA社に比べて借入等に依存した経営をしているとい
うこと、また、借入等が多い分、金利変動の影響等を受けるということです。しかしながら、
同じ経常利益になっているということは、Ｂ社は経費削減などに成功しているといえ、逆に、
Ａ社は経費が削減できていないのではないかと予測できます。

自己資本比率を高めるには、借入等に頼らない経営基盤を築くことが必要です。その
ためには、過剰な借入等を行わない姿勢、利益を上げる（儲ける）ことによって自己
資金の保有を高めていく姿勢等が大事になります。

結論！

借入余力を知る（借入金月商倍率）4
有利子負債の圧縮は、金融コストの圧縮につながります。健全な経営を行うためには、会
社の借入余力を正確に把握することも必要です。
借入余力があると、事業拡大や設備投資がしやすくなります。
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一般的に見積り資金計画表のことを指します

A. 資金繰り表とは一般に、見積り資金計画表のことをいい、会社に入ってくる収入と会社か
ら出ていく支出を見積り計上し、将来の資金の状況を把握するための表です。この資金繰
り表は会社を経営していく上で、資金不足に陥らないようにするための重要な計画表とい
えます。これは必要性に応じて、日ごとや月ごとに作成する必要があります。万が一、資金
繰り表から資金不足になることが予測されれば、それに対応するため事前に手を打つこと
ができます。

Q32 . 資金繰り表とは、どのようなものですか？

� 資金繰り表

「損益計算書で利益が出ているから大丈夫」ということはありません。利益が出ていても売上
代金の回収が遅れ、先行で仕入代金の支払いがあり、さらに利益数値とは関係のない借入金
の返済が多くあったら、資金不足となる可能性が高まります。
「勘定合って銭足らず」のように黒字倒産にならないよう、資金繰り表を作成してみましょう。

月　別
項　目

4月 5月 6月

①前月繰越 100 104 151

経
常
収
支

収　

入

現金売上 50 40 55
売掛金回収 20 30 10
手形取立額 5 5 8

その他計上収入 2 1 2
②経常収入合計 77 76 75

支　

出

現金仕入 30 22 35
買掛金支払 15 10 20
手形決済 8 10 8
人件費 5 5 5
経費支払 3 3 4
支払利息 1 1 1

その他経常支出 0 0 0
③経常支出合計 62 51 73

④経常収支差額②－③ 15 25 2

経
常
外
収
支

短期借入 0 10 0
長期借入 20 0 0
手形割引 5 8 3
固定資産売却 0 10 0

その他収入
⑤財務収入合計 25 28 3
短期借入返済 4 4 4
長期借入返済 2 2 2
固定資産購入 30 0 0

その他支出
⑥財務支出合計 36 6 6

⑦経常外収支差額⑤－⑥ －11 22 －3
次月繰越①＋④＋⑦ 104 151 150

＜資金繰り表サンプル（月別）＞ （単位：百万円）
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＜ 資 金 繰 り 表 ＞
ダウン
 ロード
ダウン
 ロード

左ページを参考にして、実際に「資金繰り表」を作成してみましょう。フォーマットは、「中小企業会計のツール
集」からダウンロードできます（詳しくは、3ページ、61ページを参照してください）。

資金繰り表を作成してみよう！
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お金がどこから入って、どこへ出て行くのかを表す計算書です

A. キャッシュ・フロー計算書とは、会社のお金の流れを営業活動・投資活動・財務活動のどの
活動から会社に入ってくるのか（キャッシュ・インフロー）と、出て行くのか（キャッシュ・ア
ウトフロー）に分けて表す計算書です。

Q33. キャッシュ・フロー計算書とは何ですか？

� キャッシュ・フロー計算書

「儲かったお金はどこへ消えた？」
この計算書の重要性は、たとえば会社が利益を出していても、直接現預金の増加額となるわけではなく、利益
は出ていても借入金の返済が多ければ、会社のお金は減る一方になることを考えれば理解できます。経営者の
みなさんがよく言う「利益が出ているって言われるんだけど……お金がないんだよ」。キャッシュ・フロー計算書
はまさしく、その悩みを払拭してくれる計算書なのです。

キャッシュ・フロー計算書の内容!
営業活動によるキャッシュ・フローⅠ

会社が本来の営業活動からどのくらいお金を得
ているかを表しています。この数値がプラスな
ら、本来の営業活動でお金を生み出す力がある
ことを意味しますが、マイナスになる、または
マイナスが続く場合には、本業でお金を生み出
す力が弱くなり、資金不足を起こす可能性が高
くなっていることを意味します。

記載内容
● 商品の販売による収入や仕入、経費の支払いのた

めの支出によるお金の増減
● 売掛金、買掛金、受取手形、支払手形などによる

お金の増減
● 投資活動・財務活動以外の取引によるお金の増減
● 法人税などの支払額

投資活動によるキャッシュ・フローⅡ
会社の将来の利益獲得のためにどのくらいお金
を投資、または回収したかを表しています。こ
の数値がマイナスの場合、積極的に設備投資な
どを行っていると判断され、またプラスの場合、
資産を処分してお金を得ていることを意味して
います。

記載内容
● 有形固定資産などの取得又は売却によるお金の増

減
● 有価証券（現金同等物を除く）などの取得又は売

却によるお金の増減
● 新たな貸付や貸付の回収などによるお金の増減

財務活動によるキャッシュ・フローⅢ
会社の営業活動や投資活動を行うため、どのくら
い資金を調達、又は返済したかを表しています。
この数値がプラスの場合、積極的に借入れなどを
増やしていることを意味しています。この数値が
マイナスの場合、借入金などの返済が進み財務体
質が強くなっていることを意味します。

記載内容
● 資金の借入れ、返済などによるお金の増減
● 増資などによるお金の増加
● 社債の発行や償還などによるお金の増減

キャッシュの増加・減少額（Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ）Ⅳ
キャッシュの期首残高Ⅴ
キャッシュの期末残高（Ⅳ＋Ⅴ）Ⅵ
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　キャッシュ・フロー計算書　
自平成○○年○月○日　至平成○○年○月○日

（単位：百万円）

項　　　　　　　　　目 金　額

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー
⑴当期純利益（＋）
⑵非資金の費用項目
　1.減価償却費（＋）
　2.諸引当金の増加（＋）・減少（－）額
⑶回収・支払サイト
　1.受取手形の増加（－）・減少（＋）額
　2.売掛金の増加（－）・減少（＋）額
　3.棚卸資産の増加（－）・減少（＋）額
　4.その他の流動資産の増加（－）・減少（＋）額
　5.支払手形の増加（＋）・減少（－）額
　6.買掛金の増加（＋）・減少（－）額
　7.前受金の増加（＋）・減少（－）額
　8.その他の流動負債の増加（＋）・減少（－）額
　9.その他の固定負債の増加（＋）・減少（－）額
　10.利益処分による役員賞与の支払（－）額

（Ⅰの計）
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

1.有価証券の購入（－）・売却（＋）額
2.短期貸付金の貸付（－）・回収（＋）額
3.土地の購入（－）・売却（＋）額
4.減価償却資産の増加（－）・減少（＋）額
5.建設仮勘定の増加（－）・減少（＋）額
6.無形固定資産の増加（－）・減少（＋）額
7.投資有価証券の購入（－）・売却（＋）額
8.長期貸付金の貸付（－）・回収（＋）額
9.その他の固定資産の増加（－）・減少（＋）額

10.繰延資産の増加（－）・減少（＋）額
（Ⅱの計）

フリーキャッシュ・フロー（Ⅰ＋Ⅱ）
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

1.短期借入金の増加（＋）・減少（－）額
2.長期借入金の増加（＋）・減少（－）額
3.社債の増加（＋）・返済（－）額
4.増資（＋）額
5.自己株式の取得（－）・処分（＋）額
6.剰余金の配当の支払（－）額

（Ⅲの計）
Ⅳ キャッシュの増加・減少額（Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ）
Ⅴ キャッシュの期首残高
Ⅵ キャッシュの期末残高（Ⅳ＋Ⅴ）

検算（貸借対照表の現金及び預金）

ダウン
 ロード
ダウン
 ロード

左ページを参考にして、実際に「キャッシュ･フロー計算書」を作成してみましょう。フォーマットは、「中小企
業会計のツール集」からダウンロードできます（詳しくは、3ページ、61ページを参照してください）。

キャッシュ･フロー計算書を作成してみよう！
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事業計画書は会社の理念や目標を定める会社のシナリオです

A. 本指針を基に作成した決算書を利用し、事業計画書で損益計画を行ってみましょう。
計画は立てるだけでなく、どのくらいその計画が実行されたかを検討することも、とても重
要です。事業計画書の様式例を見てみましょう。

Q34. 事業計画書のつくり方を教えてください

� 事業計画書　

事業計画書の様式例!
＜事 業 計 画 書 サンプル＞

（単位：百万円）
20年3月期 21年3月期 22年3月期 23年3月期 24年3月期 25年3月期

備　考
前々々期（％） 前々期（％） 前　期（％） 当　期  （％） 翌期計画（％） 翌々期計画（％）

売上高 600 100 800 100 1,000 100 1,200 100 1,500 100 2,000 100

売上原価 300 50 400 50 500 50 600 50 750 50 1,000 50

売上総利益 300 50 400 50 500 50 600 50 750 50 1,000 50

販売費
及び一般管理費 250 42 300 38 350 35 400 33 500 33 650 33

（うち人件費） 70 12 85 11 100 10 120 10 150 10 200 10

（うち減価償却費） 30 5 25 3 20 2 25 2 35 2 50 3

（うちその他経費） 150 25 190 24 230 23 255 21 315 21 400 20

営業利益 50 8 100 13 150 15 200 17 250 17 350 18

営業外利益 10 2 10 1 10 1 15 1 20 1 30 2

営業外費用 30 5 40 5 50 5 60 5 80 5 100 5

経常利益 30 5 70 9 110 11 155 13 190 13 280 14

特別利益 0 0 0 0 10 1 10 1 10 1 10 1

特別損失 0 0 10 1 15 2 10 1 10 1 10 1

税引前当期純利益 30 5 60 8 105 11 155 13 190 13 280 14

法人税、住民税
及び事業税 10 2 25 3 45 5 60 5 75 5 110 6

当期純利益 20 3 35 4 60 6 95 8 115 8 170 9

参　

考

減価償却費 30 5 25 3 20 2 25 2 35 2 50 3

借入金残高 150 25 200 25 250 25 275 23 300 20 250 13
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＜ 事 業 計 画 書 ＞
（単位：百万円）

○○年○○月期 ○○年○○月期 ○○年○○月期 ○○年○○月期 ○○年○○月期 ○○年○○月期
備　考

前々々期（％） 前々期（％） 前　期（％） 当　期  （％） 翌期計画（％） 翌々期計画（％）

売上高

売上原価

売上総利益 0 0 0 0 0 0

販売費
及び一般管理費

（うち人件費）

（うち減価償却費）

（うちその他経費） 0 0 0 0 0 0

営業利益 0 0 0 0 0 0

営業外利益

営業外費用

経常利益 0 0 0 0 0 0

特別利益

特別損失

税引前当期純利益 0 0 0 0 0 0

法人税、住民税
及び事業税

当期純利益 0 0 0 0 0 0

参　

考

減価償却費

借入金残高

参　

考　

指　

標

売上高営業利益率 % % % % % %

総資本回転率 回 回 回 回 回 回

自己資本比率 % % % % % %

借入金月商倍率 倍 倍 倍 倍 倍 倍

［特記事項］

ダウン
 ロード
ダウン
 ロード

左ページを参考にして、実際に「事業計画書」を作成してみましょう。フォーマットは、「中小企業会計のツー
ル集」からダウンロードできます（詳しくは、3ページ、61ページを参照してください）。

事業計画書を作成してみよう！
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中小企業の会計ツール集!
中小企業庁のホームページから、この冊子の中に掲載されている ダウン

 ロード
ダウン
 ロード

マークのついた

様式例がダウンロードできます。特に、キャッシュ・フロー計算書は、２期分の決算書 
を入力すると自動的に作成されます。ツール集を活用して、経営にお役立てください。

ダウンロードできるツール 本冊子の対応ページ
①貸借対照表の様式例 10ページ
②損益計算書の様式例 12ページ
③株主資本等変動計算書の様式例 14ページ
④個別注記表の様式例 16ページ
⑤代表的な経営指標（出力用） 49-51ページ
⑥資金繰り表の様式例 56ページ
⑦キャッシュ・フロー計算書の簡易作成ツール（出力用） 58ページ
⑧キャッシュ・フロー計算書の簡易作成ツール（入力用） 58ページ
⑨キャッシュ・フロー計算書の簡易作成ツールの入力の仕方 58ページ
⑩事業計画書の様式例 60ページ

経営自己診断システム（独立行政法人中小企業基盤整備機構作成）を活用しよう!
入力するだけで、自社の財務状況がより詳細に確認できます。

http://k-sindan.smrj.go.jp/

①決算書項目内容入力画面

・ 自社の決算書
項目（26項目）
を入力してくだ
さい。

②総合診断結果画面

・ 財務分析が行
われ、 自社の値
と業界の値を比
較します。
・診断結果は、5
項目27指標で表
示されます。

③資金繰診断結果画面 ・ 安全性に着目
して自社の値を
業界標準やデフ
ォ ル ト （ 倒 産 ）
企業の値と比較
します。
・ 経営危険度診
断を行い、「安全」

「 警 戒 」「 危 険 」
の3段階で結果を
表示します。

④個別指標解説画面

・ 各個別指標に
おける対策・ 判
断基準等の解説
を表示します。

http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/kaikei/kaikei_tool.html

当システムにアクセスし、自社の主要な財務データを入力すれば、自社の①財務分析、②国内同業種中小企業の
中の位置づけ、③経営危機度が表示されます（利用料無料、登録不要です）。
なお、データは有限責任法人CRD協会に蓄積されている約127万社以上、デフォルトデータ17万社以上の中小企
業の財務データを用いております。

経営お役立ち情報
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●主な会計用語



中小企業の会計
Accounting of Medium-sized and Small Companies

「中小企業の会計 34問34答」入手方法
●各地域の経済産業局
●各地域の商工会、商工会議所
●中小企業団体中央会
●中小企業支援センター� などで入手できます

また、中小企業庁の広報冊子ご請求画面からダウンロードしていただくか、ご請求（送料・発送スケジ
ュール等の条件あり）ください。

http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/pamfsystem/pamfsystem.html

支援情報を知りたい方へ
次のアドレスから経営の一助となる様々な情報が入手できます。
定期的にご覧になってください。

●日本商工会議所 http://www.jcci.or.jp/
●全国商工会連合会 http://www.shokokai.or.jp/
●全国中小企業団体中央会 http://www.chuokai.or.jp/
●全国商店街振興組合連合会 http://www.syoutengai.or.jp/
●（独）中小企業基盤整備機構（J-NET21） http://j-net21.smrj.go.jp/
●日本税理士会連合会 http://www.nichizeiren.or.jp/
●日本公認会計士協会 http://www.hp.jicpa.or.jp/
●（社）中小企業診断協会 http://www.j-smeca.jp/

今後とも、より一層みなさまにとって活用しやすいパンフレットの作
成に努めてまいりますので、このパンフレットについてお気づきの点
がございましたら、中小企業庁財務課までご連絡頂ければ幸いです。

【注】�このパンフレットの作成は、中小企業庁財務課の監修
のもとで、中田哲也税理士事務所が行っております。

〔編集〕：㈱クレッシェント　〔デザイン〕：ビットイン
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